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受受付付をを開開始始ししまますす。。
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事事業業主主のの皆皆様様ににおおかかれれままししててはは、、若若年年者者のの雇雇用用のの場場のの確確保保やや県県内内のの産産

業業・・社社会会をを支支ええるる人人材材をを育育成成すするるたためめ、、中中長長期期的的なな採採用用方方針針・・計計画画をを立立

てててていいたただだききまますすよようう、、おお願願いい申申しし上上げげまますす。。

ままたた、、就就職職のの機機会会均均等等やや求求人人秩秩序序のの維維持持ににごご理理解解いいたただだきき、、ルルーールルをを

遵遵守守ししたた適適正正なな募募集集・・採採用用活活動動をを行行っってていいたただだききまますすよようう、、併併せせてておお願願

いい申申しし上上げげまますす。。
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ⅠⅠ 新新規規学学校校卒卒業業者者のの採採用用にに当当たたっっててのの確確認認事事項項

新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となるもので

す。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識や経験に乏しく、適切な職業選択と円

滑な就職を行うためには、関係者の助言や援助を必要とします。

ここでは、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、

職業紹介事業者等その他関係者が適切に対処するための指針」（平成 年厚生労働省告示第

号）をもとに、新規学校卒業者の採用に当たり確認いただきたい事項をまとめました。

事業主の皆さまには、新規学校卒業者を採用する際、以下の確認事項や関係法令などを参考に、

適正な募集・採用に努めていただくようお願いいたします。

１ 募集・労働契約締結に当たって遵守すべき事項など

（募集時）
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③ 労働条件の変更には、労使の合意が必要です。（労働契約法第８条）
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２ 採用内定に当たって遵守すべき事項など

① 採用内定を行う際は、確実な採用の見直しに基づいて、採用の結果を明確に伝えてく

ださい。

② 採用の時期や採用条件、採用内定取消事由などは、文書で明示してください。また、

学校などの卒業が採用条件となる場合は、内定時に明示してください。

③ 採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理

由がなく、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効となりますの

で、十分にご留意ください。

④ やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職（入社）時期の繰下げを行うときは、

新規卒業予定者の就職先の確保に最大限努力するとともに、該当者からの補償などの要

求に誠意を持って対応してください。また、所定の様式により、あらかじめハローワー

クに通知してください。

３ 学校などの卒業者の取扱い

① 新規卒業予定者の募集を行うに当たっては、学校などの卒業者が、卒業後少なくとも３年

間は応募できるようにしてください。また、できる限り年齢の上限を設けないようにし、年

齢の上限を設ける場合には、青少年が広く応募できるよう検討してください。

４ 新規卒業予定者に関する採用方法

① 通年採用や秋季採用の導入などを積極的に検討してください。

② 国・地方公共団体などの施策を活用しながら、いわゆる ターン就職などによる就職機

会の提供に積極的に取り組んでください。

５ インターンシップ・職場体験の機会の提供

① 学校やハローワーク等と連携し、インターンシップや職場体験の受入れを行うなどの積極

的な協力をお願いします。なお、インターンシップや職場体験であっても、労働基準法など

の労働関係法令が適用される場合もあるので、ご留意ください。

※「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」

（令和４年６月 日文部科学省・厚生労働省・経済産業省）を踏まえて実施してください。

６ その他

① 募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用人数が大きく変動しないよう、入

職後の人材育成など雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画などに基づいて、必要

な人材だけを採用してください。

② 当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画などの下、企業

の人員構成、職場における要員の過不足の状況などを十分見極めた上で、募集・採用人数を

決定してください。

③ 募集・採用人数の計画決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」など不明確な表現、実際

の採用計画を超えた人数の募集などは避け、採用人数を明確にしてください。

 

ⅡⅡ 求求人人申申込込みみのの手手続続

新規中学校・高等学校卒業者を対象とする求人は、事業所を管轄するハローワークが受理・確

認します。（学校は、ハローワークの受理・確認印のない求人は受付けできません。）

求人の申込みは、求人票（中卒）・求人申込書（高卒・大学等）により行ってください。

① 求人の申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で申込んでください。人事権（採用

権）のない出張所や営業所の場合は、本社で一括して、本社を管轄するハローワークへ求人申

込みを行ってください。

② 求人者マイページを通じて申込む際は、採用選考のルール等について説明を行うために、ハ

ローワークへの来所を求める場合があります。

③ 新規学卒者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しい者が多いことに鑑み、求人者の情

報（事業内容や会社の特長等）や、求人内容その他の情報（仕事の内容や福利厚生制度、入社

後の待遇等）について、分かりやすく、適切かつ詳細に記載してください。

④ 高卒求人において、求人先学校を指定する求人者にあっては、可能な限り、指定しない学校

からの応募、選考の機会を与えてください。

⑤ 特定の性別校に人数を明示して推薦依頼をするなど、男女雇用機会均等法上問題となる取扱

いは禁止されています。

⑥ 公正な採用選考（学生・生徒の適性や能力に基準をおいた（その他の事項を基準にしない）

採用選考）を実施してください。

⑦ 求人条件が法令等に違反しないようにしてください。

⑧ 別に取り決められる採用選考開始期日を遵守してください。

⑨ 安易に募集の中止、募集人員の削減、採用内定取消し又は入職時期繰下げは行わないでくだ

さい。行う場合は、あらかじめ、ハローワークに対して所定の様式により通知してください。

⑩ 当初明示していた労働条件の変更等は、不適切なこととされています。

求人申込みに当たっては、以下の点をご承知ください。

− 2 −



 

２ 採用内定に当たって遵守すべき事項など

① 採用内定を行う際は、確実な採用の見直しに基づいて、採用の結果を明確に伝えてく

ださい。

② 採用の時期や採用条件、採用内定取消事由などは、文書で明示してください。また、

学校などの卒業が採用条件となる場合は、内定時に明示してください。

③ 採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理

由がなく、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消しは無効となりますの

で、十分にご留意ください。

④ やむを得ない事情により採用内定の取消しや入職（入社）時期の繰下げを行うときは、

新規卒業予定者の就職先の確保に最大限努力するとともに、該当者からの補償などの要

求に誠意を持って対応してください。また、所定の様式により、あらかじめハローワー

クに通知してください。

３ 学校などの卒業者の取扱い

① 新規卒業予定者の募集を行うに当たっては、学校などの卒業者が、卒業後少なくとも３年

間は応募できるようにしてください。また、できる限り年齢の上限を設けないようにし、年

齢の上限を設ける場合には、青少年が広く応募できるよう検討してください。

４ 新規卒業予定者に関する採用方法

① 通年採用や秋季採用の導入などを積極的に検討してください。

② 国・地方公共団体などの施策を活用しながら、いわゆる ターン就職などによる就職機

会の提供に積極的に取り組んでください。

５ インターンシップ・職場体験の機会の提供

① 学校やハローワーク等と連携し、インターンシップや職場体験の受入れを行うなどの積極

的な協力をお願いします。なお、インターンシップや職場体験であっても、労働基準法など

の労働関係法令が適用される場合もあるので、ご留意ください。

※「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」

（令和４年６月 日文部科学省・厚生労働省・経済産業省）を踏まえて実施してください。

６ その他

① 募集・採用計画の立案に当たっては、毎年の募集・採用人数が大きく変動しないよう、入

職後の人材育成など雇用管理面にも配慮しつつ、中長期的な人事計画などに基づいて、必要

な人材だけを採用してください。

② 当該年度の具体的な募集・採用計画の立案に当たり、中長期的な人事計画などの下、企業

の人員構成、職場における要員の過不足の状況などを十分見極めた上で、募集・採用人数を

決定してください。

③ 募集・採用人数の計画決定に当たり、「若干名」、「○○人以内」など不明確な表現、実際

の採用計画を超えた人数の募集などは避け、採用人数を明確にしてください。

 

ⅡⅡ 求求人人申申込込みみのの手手続続

新規中学校・高等学校卒業者を対象とする求人は、事業所を管轄するハローワークが受理・確

認します。（学校は、ハローワークの受理・確認印のない求人は受付けできません。）

求人の申込みは、求人票（中卒）・求人申込書（高卒・大学等）により行ってください。

① 求人の申込みは、人事権（採用権）のある事業所単位で申込んでください。人事権（採用

権）のない出張所や営業所の場合は、本社で一括して、本社を管轄するハローワークへ求人申

込みを行ってください。

② 求人者マイページを通じて申込む際は、採用選考のルール等について説明を行うために、ハ

ローワークへの来所を求める場合があります。

③ 新規学卒者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しい者が多いことに鑑み、求人者の情

報（事業内容や会社の特長等）や、求人内容その他の情報（仕事の内容や福利厚生制度、入社

後の待遇等）について、分かりやすく、適切かつ詳細に記載してください。

④ 高卒求人において、求人先学校を指定する求人者にあっては、可能な限り、指定しない学校

からの応募、選考の機会を与えてください。

⑤ 特定の性別校に人数を明示して推薦依頼をするなど、男女雇用機会均等法上問題となる取扱

いは禁止されています。

⑥ 公正な採用選考（学生・生徒の適性や能力に基準をおいた（その他の事項を基準にしない）

採用選考）を実施してください。

⑦ 求人条件が法令等に違反しないようにしてください。

⑧ 別に取り決められる採用選考開始期日を遵守してください。

⑨ 安易に募集の中止、募集人員の削減、採用内定取消し又は入職時期繰下げは行わないでくだ
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令和７年３月新規学校卒業者の採用選考開始期日等一覧

学校別

項目

中学校 高校
大 学 ・ 短 大 ・ 高 専

大学側申合せ 政府要請 安定機関取扱い

企業等の募集に

かかる広報開始
月 日 月 日

求人受付開始 月 日
月 日

（返戻 月 日）
自主的判断 月 日

求人票の公開 月 日 自主的判断 月 日

推 薦 開 始 月 日 月 日

選 考 開 始 月 日 月 日 月 日 月 日

採用内定開始 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

※ 職業能力開発校のうち高卒２年訓練及び職業能力開発大学校、専修学校は、大学に

準じます。（ただし専修学校の高等課程は高校に準じる。）

１ 求人申込みの手順

（１）新規中学校卒業者

① 求人受理の開始

６月１日から開始します。

② 求人票の写

ハローワークで受理した求人票の写をお渡ししますので、保管いただくとともに、明示

された条件を変更することがないよう内容は十分に確認を行ってください。

③ 他のハローワークへの求人連絡

７月１日以降、求人受理ハローワークから直接を連絡します。

④ 推薦の開始

１月１日以降、紹介状（採否結果通知書が添付されています。）に応募書類（中学職業

相談票 乙 ）を添えて求人者にお渡しします。

⑤ 選考の開始

１月１日以降に行ってください。

⑥ 採否の決定

採否は速やかに決定し、採否結果は「採否結果通知書」により「薄紙」を求人申込ハロ

ーワークへ、「厚紙」を紹介ハローワークに通知してください。不採用の場合は、詳細な

理由を通知していただくとともに、応募書類は紹介ハローワークに返送してください。

⑦ 就業開始期日

就業開始（実習、研修等を含む）期日は４月１日以降としてください。

新規中学校卒業者を対象とする求人は、すべてハローワークにお申込みください。

 

（２）新規高等学校卒業者

新規高等学校卒業者を対象とする求人は、求人票の内容が適正であることの確認をハロー

ワークで受けた後に、求人先の学校を指定する場合や、特に求人情報を提供したい学校があ

る場合は、求人者がその写しを学校に提出します。ハローワークの「受理・確認印」のない

求人票は、学校では受理されません。指定校推薦を利用する場合は「学校・推薦人員一覧表」

の提出が必要となります。（Ｐ ～ 参照）

また、全国の就職指導担当教諭がアクセスできる「高卒就職情報 提供サービス（イン

ターネット）」を通じて学校に求人情報を提供しますので、求人公開にご協力ください。

なお、学校から応募・推薦があった場合は、速やかに、面接・選考実施の連絡と採否結果

の通知を行ってください。

① 求人受理の開始

６月１日から開始します。ハローワークが確認した求人票の求人者への返戻は、７月１

日からとします。求人内容を確認した求人票及び学校・推薦人員一覧表は、ハローワーク

の「受理・確認印」を押印の上、返戻しますので、求人者において学校へ提出（送付）し

てください。

なお、求人情報が学校において「高卒就職情報 提供サービス」で閲覧可能な場合で

学校の了承を得たときは、学校へ提出しなくても差し支えありません。

② 高等学校への提出

７月１日以降とします。

中学求人の流れ

「
求
人
要
項
」
の
提
出
（
６
月

日
以
降
） 

「
求
人
票
」
の
提
出
（
６
月

日
以
降
） 

事 業 所

管轄ハローワーク

確
認
済
の
「
求
人
票
」
の
写
と
「
求
人
要
項
」
を
返
戻

「求人要項」の送付

（７月１日以降）

求 人 者

県内ハローワーク

県内中学校

求人一覧表

県外ハローワーク

県外中学校

求人一覧表

求 人 連 絡

（７月１日以降）

求 人 連 絡

（７月１日以降）
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令和７年３月新規学校卒業者の採用選考開始期日等一覧

学校別

項目

中学校 高校
大 学 ・ 短 大 ・ 高 専

大学側申合せ 政府要請 安定機関取扱い

企業等の募集に

かかる広報開始
月 日 月 日

求人受付開始 月 日
月 日

（返戻 月 日）
自主的判断 月 日

求人票の公開 月 日 自主的判断 月 日

推 薦 開 始 月 日 月 日

選 考 開 始 月 日 月 日 月 日 月 日

採用内定開始 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

※ 職業能力開発校のうち高卒２年訓練及び職業能力開発大学校、専修学校は、大学に

準じます。（ただし専修学校の高等課程は高校に準じる。）

１ 求人申込みの手順

（１）新規中学校卒業者

① 求人受理の開始

６月１日から開始します。

② 求人票の写

ハローワークで受理した求人票の写をお渡ししますので、保管いただくとともに、明示

された条件を変更することがないよう内容は十分に確認を行ってください。

③ 他のハローワークへの求人連絡

７月１日以降、求人受理ハローワークから直接を連絡します。

④ 推薦の開始

１月１日以降、紹介状（採否結果通知書が添付されています。）に応募書類（中学職業

相談票 乙 ）を添えて求人者にお渡しします。

⑤ 選考の開始

１月１日以降に行ってください。

⑥ 採否の決定

採否は速やかに決定し、採否結果は「採否結果通知書」により「薄紙」を求人申込ハロ

ーワークへ、「厚紙」を紹介ハローワークに通知してください。不採用の場合は、詳細な

理由を通知していただくとともに、応募書類は紹介ハローワークに返送してください。

⑦ 就業開始期日

就業開始（実習、研修等を含む）期日は４月１日以降としてください。

新規中学校卒業者を対象とする求人は、すべてハローワークにお申込みください。

 

（２）新規高等学校卒業者

新規高等学校卒業者を対象とする求人は、求人票の内容が適正であることの確認をハロー

ワークで受けた後に、求人先の学校を指定する場合や、特に求人情報を提供したい学校があ

る場合は、求人者がその写しを学校に提出します。ハローワークの「受理・確認印」のない

求人票は、学校では受理されません。指定校推薦を利用する場合は「学校・推薦人員一覧表」

の提出が必要となります。（Ｐ ～ 参照）

また、全国の就職指導担当教諭がアクセスできる「高卒就職情報 提供サービス（イン

ターネット）」を通じて学校に求人情報を提供しますので、求人公開にご協力ください。

なお、学校から応募・推薦があった場合は、速やかに、面接・選考実施の連絡と採否結果

の通知を行ってください。

① 求人受理の開始

６月１日から開始します。ハローワークが確認した求人票の求人者への返戻は、７月１

日からとします。求人内容を確認した求人票及び学校・推薦人員一覧表は、ハローワーク

の「受理・確認印」を押印の上、返戻しますので、求人者において学校へ提出（送付）し

てください。

なお、求人情報が学校において「高卒就職情報 提供サービス」で閲覧可能な場合で

学校の了承を得たときは、学校へ提出しなくても差し支えありません。

② 高等学校への提出

７月１日以降とします。

中学求人の流れ

「
求
人
要
項
」
の
提
出
（
６
月

日
以
降
） 

「
求
人
票
」
の
提
出
（
６
月

日
以
降
） 

事 業 所

管轄ハローワーク

確
認
済
の
「
求
人
票
」
の
写
と
「
求
人
要
項
」
を
返
戻

「求人要項」の送付

（７月１日以降）

求 人 者

県内ハローワーク

県内中学校

求人一覧表

県外ハローワーク

県外中学校

求人一覧表

求 人 連 絡

（７月１日以降）

求 人 連 絡

（７月１日以降）
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③ 推薦の開始

学校から求人者への推薦は、９月５日以降（文書到達主義）とします。

応募書類が届いた際は、選考日等を速やかに学校へ、応募者に対しては学校を通じて、そ

れぞれ文書にて通知してください。

④ 応募書類

統一応募書類（全国高等学校統一用紙その１、その２）とします。（Ｐ ～ 参照）

⑤ 選考の開始

９月 日以降とします。

なお、香川県においては、９月 日までは一人一社のみの応募・推薦とし、 月１日

以降は複数の応募・推薦を可能とします。（Ｐ 参照）

⑥ 採否の決定

採否結果は、速やかに学校へ、応募者に対しては学校を通じて、それぞれ文書にて通知

してください。不採用の場合は、その理由を通知していただくとともに、応募書類は学校

へ返送してください。

⑦ 就業開始期日

就業開始期日は卒業式後としてください。

高校求人の流れ

公
開
希
望
求
人
の
み

「
求
人
情
報
」
の
提
供
（
７
月
１
日
以
降
）

公
開
希
望

学 校 管 轄

ハ ロ ー ワ ー ク県内ハローワークのみ

「求人票（写）」の送付（７月１日以降）

「求人票」及び「求人要項」等の送付（７月１日以降）
高 等 学 校

確
認
済
「
求
人
票
」
等
の
返
戻
（
７
月
１
日
以
降
）

事 業 所

管轄ハローワーク

求 人 者

「
求
人
票
」
等
の
提
出
（
６
月

日
以
降
）

高

卒

就

職

情

報

Ｗ

Ｅ

Ｂ

提

供

サ

ー

ビ

ス

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

 

（３）新規大学等卒業者（大学・短大・高専・専修・能開大）

ハローワークへ提出された大卒等求人の情報は、全国のハローワーク及び新卒応援ハロー

ワーク、ハローワークインターネットサービスにおいて公開します。

なお、大学等へ直接申込む場合は、各学校事務局へお問い合わせください。

① 求人受理の開始  
ハローワークでは、２月１日から受付を開始します。

② 求人内容の公開

ハローワークでは、４月１日から求人を公開します。

③ 選考の開始

大学等「申合せ」及び政府要請では、選考開始は６月１日以降です。

④ 採用内定

大学等「申合せ」及び政府要請では、正式内定開始は 月１日以降です。

※専修学校・職業能力開発大学校にかかる募集・採用選考期日等は大学等に準じて取り

扱います。なお、専修学校の高等課程（高等専修学校）における取扱いは高等学校に準

じてください。

（４）職業能力開発校（養成訓練）修了者

高卒２年訓練修了者にかかる求人受理開始期日等の取扱いについては、ハローワークでは

大学等に準じて取り扱います。

ご不明点等は、各ハローワークまでお問い合わせください。

大学等求人の流れ

求

人

内

容

の

提

示

求職情報の登録

「求人情報」の提供（ 月 日以降）

求 人 及 び 求 人 要 項 の 提 出

求

職

情

報

の

提

供

大 学 等

管轄ハローワーク

新卒応援 ﾊ ﾛ ｰ ﾜ ｰ ｸ

求 人 者

「
求
人
票
」
の
提
出
（

月
１
日
以
降
） 

学 生

（ 応 募 者 ）

ハローワークインターネットサービス

応募

会社訪問
選考開始

月 日以降

募集にかかる広報開始

月 日以降
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③ 推薦の開始

学校から求人者への推薦は、９月５日以降（文書到達主義）とします。

応募書類が届いた際は、選考日等を速やかに学校へ、応募者に対しては学校を通じて、そ

れぞれ文書にて通知してください。

④ 応募書類

統一応募書類（全国高等学校統一用紙その１、その２）とします。（Ｐ ～ 参照）

⑤ 選考の開始

９月 日以降とします。

なお、香川県においては、９月 日までは一人一社のみの応募・推薦とし、 月１日

以降は複数の応募・推薦を可能とします。（Ｐ 参照）

⑥ 採否の決定

採否結果は、速やかに学校へ、応募者に対しては学校を通じて、それぞれ文書にて通知

してください。不採用の場合は、その理由を通知していただくとともに、応募書類は学校

へ返送してください。

⑦ 就業開始期日

就業開始期日は卒業式後としてください。

高校求人の流れ

公
開
希
望
求
人
の
み

「
求
人
情
報
」
の
提
供
（
７
月
１
日
以
降
）

公
開
希
望

学 校 管 轄

ハ ロ ー ワ ー ク県内ハローワークのみ

「求人票（写）」の送付（７月１日以降）

「求人票」及び「求人要項」等の送付（７月１日以降）
高 等 学 校

確
認
済
「
求
人
票
」
等
の
返
戻
（
７
月
１
日
以
降
）

事 業 所

管轄ハローワーク

求 人 者

「
求
人
票
」
等
の
提
出
（
６
月

日
以
降
）

高

卒

就

職

情

報

Ｗ

Ｅ

Ｂ

提

供

サ

ー

ビ

ス

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

 

（３）新規大学等卒業者（大学・短大・高専・専修・能開大）

ハローワークへ提出された大卒等求人の情報は、全国のハローワーク及び新卒応援ハロー

ワーク、ハローワークインターネットサービスにおいて公開します。

なお、大学等へ直接申込む場合は、各学校事務局へお問い合わせください。

① 求人受理の開始  
ハローワークでは、２月１日から受付を開始します。

② 求人内容の公開

ハローワークでは、４月１日から求人を公開します。

③ 選考の開始

大学等「申合せ」及び政府要請では、選考開始は６月１日以降です。

④ 採用内定

大学等「申合せ」及び政府要請では、正式内定開始は 月１日以降です。

※専修学校・職業能力開発大学校にかかる募集・採用選考期日等は大学等に準じて取り

扱います。なお、専修学校の高等課程（高等専修学校）における取扱いは高等学校に準

じてください。

（４）職業能力開発校（養成訓練）修了者

高卒２年訓練修了者にかかる求人受理開始期日等の取扱いについては、ハローワークでは

大学等に準じて取り扱います。

ご不明点等は、各ハローワークまでお問い合わせください。

大学等求人の流れ

求

人

内

容

の

提

示

求職情報の登録

「求人情報」の提供（ 月 日以降）

求 人 及 び 求 人 要 項 の 提 出

求

職

情

報

の

提

供

大 学 等

管轄ハローワーク

新卒応援 ﾊ ﾛ ｰ ﾜ ｰ ｸ

求 人 者

「
求
人
票
」
の
提
出
（

月
１
日
以
降
） 

学 生

（ 応 募 者 ）

ハローワークインターネットサービス

応募

会社訪問
選考開始

月 日以降

募集にかかる広報開始

月 日以降
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ⅢⅢ 求求人人票票・・求求人人申申込込書書のの作作成成方方法法

１ 求人申込みに当たっての留意事項

（ア）従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示してください（職業安

定法第５条の３第２項）。

なお、求人申込みの労働条件等明示とは別に、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に

対して労働条件を明示しなければならないとされています（労働基準法第 条）。

（イ）労働条件等の明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項

については、厚生労働省令で定める方法により行わなければなりません（職業安定法第５条

の３第３項）。

（ウ）ハローワークの求人申込手続きに際して記入（入力）する項目は、以下のとおりです。

① 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項（従事すべき業務内容の変更の範囲含む）

② 労働契約の期間に関する事項

③ 試みの使用期間に関する事項

④ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

⑤ 就業の場所に関する事項（就業の場所の変更の範囲含む）

⑥ 始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

⑦ 賃金の額に関する事項

⑧ 雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険及び厚生年金の適用に関する事項

⑨ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

⑩ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

⑪ 就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

（エ）明示事項の明示の方法は、書面の交付等によって行ってください。

（オ）公開する情報については、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確か

つ最新の内容に保つ必要があります。

２ 求人不受理の取扱いについて

ハローワークは、原則として、全ての求人の申込みを受理しなければならないとされていま

す。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申込みを受理しないことがで

きます。（職業安定法第５条の６）

① 内容が法令に違反する求人

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

④ 求人者が労働条件を明示しない求人

⑤ 暴力団員など（※）による求人

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者

⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求人者による求人

作成に当たっては、記入例・書き方のポイント（Ｐ ～ ）をご参照ください。

 

３ 求人要項と会社案内

求人要項は、以下の点に十分ご注意のうえ作成してください。

① 会社案内、求人要項等を中学、高校、大学等に共通して作成されている事業所があります

が、条件の異なる事項については、明確に区別してください。

② 会社案内を募集に併用する場合は求人要項とみなされ、この規制を受けます。

③ 求人要項に、求人票と矛盾する内容や、誇大な表現を記載することはできません。

（求人要項に記載できる内容は次のとおりです。）

・ 当面従事する仕事の内容、昇進の状況、先輩の現況、待遇（給与・昇給、賞与の詳細、退

職金制度など過去の実績を中心に紹介）等。

・ 会社・工場の概要の文章・写真・図表等による説明。具体的内容としては、生産品目・工

場施設・機械設備の概要、取引先の状況、会社・工場の全景、職場の状況、新入社員実習の

状況、従業員数、売上高の推移等。

・ 福利厚生施設等の文章や写真による説明。宿舎の名称・所在地・棟数・寝具貸与の状況、

医療施設の概要、教育訓練の状況、定時制通学可能学校の名称・その所在地と課程、食堂等

の現況、体育・娯楽施設の状況、レクリエーション施設の状況等。

④ 求人要項ができた段階で、必ず事前にハローワークに内容と規格の届け出を行い、ハロー

ワークの確認印を表紙の右上部に受けてから印刷するようにしてください。確認を受けずに

印刷した場合は、学校に提出する前に必ずハローワークの確認を受けてください。

⑤ 高等学校に対しては、必ずハローワークの確認印がある求人票に添えて送付してください。

企業が独自で作成する求人要項は、求人票の内容を補足し、事業内容・作業内容等につ

いて、応募者の理解を深めるためのものです。

その内容に、就職差別につながるおそれのある表現や、求人票の記載内容と矛盾してい

るものを記載することは認められません。
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ⅢⅢ 求求人人票票・・求求人人申申込込書書のの作作成成方方法法

１ 求人申込みに当たっての留意事項

（ア）従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示してください（職業安

定法第５条の３第２項）。

なお、求人申込みの労働条件等明示とは別に、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に

対して労働条件を明示しなければならないとされています（労働基準法第 条）。

（イ）労働条件等の明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項

については、厚生労働省令で定める方法により行わなければなりません（職業安定法第５条

の３第３項）。

（ウ）ハローワークの求人申込手続きに際して記入（入力）する項目は、以下のとおりです。

① 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項（従事すべき業務内容の変更の範囲含む）

② 労働契約の期間に関する事項

③ 試みの使用期間に関する事項

④ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

⑤ 就業の場所に関する事項（就業の場所の変更の範囲含む）

⑥ 始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

⑦ 賃金の額に関する事項

⑧ 雇用保険、労働者災害補償保険、健康保険及び厚生年金の適用に関する事項

⑨ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

⑩ 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨

⑪ 就業場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

（エ）明示事項の明示の方法は、書面の交付等によって行ってください。

（オ）公開する情報については、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確か

つ最新の内容に保つ必要があります。

２ 求人不受理の取扱いについて

ハローワークは、原則として、全ての求人の申込みを受理しなければならないとされていま

す。ただし、以下のいずれかの要件に該当する場合には、求人の申込みを受理しないことがで

きます。（職業安定法第５条の６）

① 内容が法令に違反する求人

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人

④ 求人者が労働条件を明示しない求人

⑤ 暴力団員など（※）による求人

（※）暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者

⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求人者による求人

作成に当たっては、記入例・書き方のポイント（Ｐ ～ ）をご参照ください。

 

３ 求人要項と会社案内

求人要項は、以下の点に十分ご注意のうえ作成してください。

① 会社案内、求人要項等を中学、高校、大学等に共通して作成されている事業所があります

が、条件の異なる事項については、明確に区別してください。

② 会社案内を募集に併用する場合は求人要項とみなされ、この規制を受けます。

③ 求人要項に、求人票と矛盾する内容や、誇大な表現を記載することはできません。

（求人要項に記載できる内容は次のとおりです。）

・ 当面従事する仕事の内容、昇進の状況、先輩の現況、待遇（給与・昇給、賞与の詳細、退

職金制度など過去の実績を中心に紹介）等。

・ 会社・工場の概要の文章・写真・図表等による説明。具体的内容としては、生産品目・工

場施設・機械設備の概要、取引先の状況、会社・工場の全景、職場の状況、新入社員実習の

状況、従業員数、売上高の推移等。

・ 福利厚生施設等の文章や写真による説明。宿舎の名称・所在地・棟数・寝具貸与の状況、

医療施設の概要、教育訓練の状況、定時制通学可能学校の名称・その所在地と課程、食堂等

の現況、体育・娯楽施設の状況、レクリエーション施設の状況等。

④ 求人要項ができた段階で、必ず事前にハローワークに内容と規格の届け出を行い、ハロー

ワークの確認印を表紙の右上部に受けてから印刷するようにしてください。確認を受けずに

印刷した場合は、学校に提出する前に必ずハローワークの確認を受けてください。

⑤ 高等学校に対しては、必ずハローワークの確認印がある求人票に添えて送付してください。

企業が独自で作成する求人要項は、求人票の内容を補足し、事業内容・作業内容等につ

いて、応募者の理解を深めるためのものです。

その内容に、就職差別につながるおそれのある表現や、求人票の記載内容と矛盾してい

るものを記載することは認められません。
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様
式

１
平

成
1
4
年

4
月

1
日

改
訂

※※
黒黒

ボボ
ーー

ルル
ペペ

ンン
でで

記記
入入

しし
てて

くく
だだ

ささ
いい

。。
    

    
  記記

入入
にに

ああ
たた

っっ
てて

のの
注注

意意
事事

項項

（
ふ

り
が

な
）

【【
就就

業業
場場

所所
（（
及及

びび
現現

場場
・・
店店

））
】】

〒
（

）

（
）
駅

か
ら

徒
歩

（

〒
（

）

（

分

①
時

分
～

時
分

有
②

時
分

～
時

分
・

無

③
時

分
～

時
分

入
社

時
日

・
６

カ
月

後
日

・
最

高
年

６
カ

月
後

日

【【
定定

額額
的的

にに
支支

払払
わわ

れれ
るる

賃賃
金金

】】

手
当

円
円

手
当

円

手
当

円
（

食
分

）

通
勤

通
勤

通
勤

円
②

控
除

額
円

手
取

額
円

【【
賃賃

金金
かか

らら
控控

除除
すす

るる
もも

のの
】】

住
込

　
合

　
　

計
住

込
①

－
②

住
込

円
円

円

新
規

学
卒

者
の

昨
年

度
実

績

年
２

回
【【
特特

別別
にに

支支
払払

わわ
れれ

るる
手手

当当
】】

合
計

カ
月

分

一
般

労
働

者
の

昨
年

度
実

績

年
２

回
【【
定定

期期
昇昇

給給
】】

円
合

計
カ

月
分

円

年
１

回
・
合

計
円

【【
賞賞

与与
】】

【【
交交

  替替
  制制

】】

　
 就

業
時

間
は

、
当

該
事

業
所

の
定

時
の

始
業

時
間

、
就

業
時

間
を

記
入

す
る

。
な

お
、

「
変

形
労

働
時

間
制

」
と

は
、

労
働

基
準

法
第

3
2
条

の
２

～
５

に
よ

る
も

の
を

い
う

。

　
 交

替
制

の
有

無
に

つ
い

て
該

当
文

字
を

○
印

で
囲

む
。

交
替

制
勤

務
の

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
始

業
、

終
業

時
間

を
記

入
す

る
。

【【
休休

日日
】】

　
 休

日
に

つ
い

て
は

、
日

曜
の

み
と

す
る

場
合

は
、

日
曜

を
○

印
で

囲
み

、
日

曜
及

び
祝

日
を

休
み

と
す

る
場

合
は

、
両

方
を

○
印

で
囲

む
。

　
 ま

た
、

日
曜

、
祝

日
以

外
の

曜
日

又
は

特
定

日
を

定
例

の
休

日
に

し
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

曜
日

又
は

月
間

の
休

日
回

数
を

記
入

す
る

。
夏

期
及

び
年

末
・
年

始
等

の
特

別
な

休
日

に
つ

い
て

は
「
1
2
 補

足
事

項
」
欄

に
記

入
す

る
。

２２
　　

就就
業業

時時
間間

・・
休休

日日
等等

【【
就就

業業
時時

間間
】】

　
 基

本
給

が
月

給
で

あ
る

場
合

は
そ

の
額

を
記

入
し

、
日

給
制

、
時

給
制

等
の

場
合

は
、

賃
金

計
算

の
基

礎
と

な
る

日
数

を
（
  
　

  
）
内

に
記

入
す

る
。

こ
の

場
合

の
日

数
は

月
別

の
就

労
日

数
が

2
5
日

未
満

の
場

合
を

除
き

、
原

則
と

し
て

2
5
日

と
す

る
も

の
と

す
る

。
　

 な
お

、
日

給
月

給
等

の
場

合
、

労
働

協
約

等
に

よ
っ

て
、

欠
勤

時
に

お
け

る
減

額
が

2
6
日

建
て

と
な

っ
て

い
る

場
合

は
「
1
2
 補

足
事

項
」
欄

に
そ

の
旨

記
入

す
る

。
そ

の
ほ

か
、

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る
手

当
、

例
え

ば
地

域
手

当
、

物
価

手
当

、
家

族
手

当
等

に
つ

い
て

下
段

の
手

当
欄

に
そ

の
名

称
と

金
額

を
記

入
す

る
。

　
 ま

た
、

合
計

欄
は

、
通

勤
、

住
込

み
別

に
記

入
す

る
。

　
 定

期
昇

給
（
い

わ
ゆ

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
分

を
除

く
。

）
は

昨
年

４
月

１
日

に
採

用
し

た
者

の
今

年
４

月
１

日
ま

で
に

昇
給

し
た

回
数

及
び

そ
の

金
額

を
記

入
す

る
。

　
 賞

与
の

支
払

状
況

に
つ

い
て

は
、

新
規

学
卒

者
の

昨
年

度
実

績
と

一
般

労
働

者
の

昨
年

度
実

績
分

を
支

給
回

数
及

び
そ

の
合

計
額

が
基

本
給

の
何

カ
月

分
で

あ
る

か
を

記
入

す
る

。

　
 税

金
、

各
種

社
会

保
険

料
、

宿
舎

費
（
寝

具
料

を
含

む
。

）
、

食
費

、
そ

の
合

計
額

を
②

計
欄

に
記

入
す

る
。

　
 他

に
控

除
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
参

考
と

し
て

「
1
2
補

足
事

項
」
欄

に
記

入
し

、
控

除
額

合
計

欄
に

は
含

め
な

い
。

　
 求

人
連

絡
数

・
推

薦
人

員
記

載
に

当
た

っ
て

、
特

定
の

男
子

校
や

女
子

校
に

人
数

を
明

記
し

て
推

薦
依

頼
を

さ
れ

る
場

合
は

、
男

女
雇

用
機

会
均

等
法

上
問

題
と

な
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

ご
不

明
な

点
に

つ
い

て
は

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

【【
週週

休休
２２

日日
制制

】】
　

 週
休

２
日

制
と

は
、

１
週

当
た

り
の

休
日

を
２

日
設

け
る

制
度

で
あ

る
。

そ
の

う
ち

、
完

全
週

休
２

日
制

は
毎

週
２

日
の

休
日

を
設

け
る

制
度

で
あ

り
、

２
日

の
休

日
が

連
続

（
土

・
日

、
日

・
月

、
水

・
木

等
）
、

隔
日

（
日

・
水

、
月

・
木

等
）
を

問
わ

な
い

。
ま

た
、

隔
週

週
休

２
日

制
は

１
週

お
き

に
休

日
を

２
日

設
け

る
制

度
で

あ
り

、
該

当
週

の
２

日
の

休
日

が
、

連
日

、
隔

日
を

問
わ

な
い

。
ほ

か
に

月
１

回
週

休
２

日
制

、
月

２
回

週
休

２
日

制
等

の
不

完
全

な
も

の
が

あ
る

。
　

 し
た

が
っ

て
、

完
全

週
休

２
日

制
に

つ
い

て
は

、
そ

の
他

の
文

字
を

○
で

囲
み

（
　

  
）
内

に
具

体
的

に
記

入
す

る
。

　
 有

給
休

暇
に

は
入

社
時

、
６

カ
月

後
、

及
び

最
高

限
度

の
有

給
休

暇
の

と
れ

る
年

次
と

、
そ

の
年

間
の

日
数

を
記

入
す

る
。

※
賃

金
（
現

行
賃

金
）
：
当

該
年

新
規

学
卒

採
用

者
の

現
行

賃
金

額
と

す
る

。

【【
有有

給給
休休

暇暇
】】

　
 通

常
の

勤
務

以
外

の
勤

務
に

対
す

る
報

酬
に

つ
い

て
、

皆
勤

手
当

の
ほ

か
、

例
え

ば
、

休
日

出
勤

、
特

殊
作

業
手

当
等

に
つ

い
て

名
称

、
金

額
と

支
給

要
件

を
記

入
す

る
。

３３
　　

賃賃
金金

（（
確確

定定
・・
現現

行行
賃賃

金金
））

　
 上

欄
に

は
当

該
事

業
所

の
従

業
員

数
、

下
欄

に
は

企
業

全
体

の
常

用
の

従
業

員
数

を
記

入
す

る
。

１１
　　

求求
人人

者者

　
 当

該
求

人
者

に
雇

い
入

れ
ら

れ
る

学
卒

者
が

、
仕

事
を

す
る

場
所

で
あ

っ
て

、
そ

の
場

所
が

求
人

者
の

所
在

地
又

は
住

所
と

同
一

の
場

合
に

は
同

上
と

す
る

。
　

 な
お

、
本

社
で

採
用

事
務

を
一

括
処

理
す

る
等

に
よ

り
個

々
の

就
職

者
に

つ
い

て
求

人
申

込
時

に
そ

の
就

業
場

所
が

特
定

で
き

な
い

場
合

は
、

就
業

の
可

能
性

の
あ

る
工

場
・
支

店
等

を
列

挙
す

る
。

　
 こ

の
場

合
「
1
2
 補

足
事

項
」
欄

を
活

用
し

て
就

業
場

所
決

定
の

方
法

、
時

期
等

を
付

記
す

る
。

【【
生生

産産
品品

目目
、、

事事
業業

内内
容容

】】
　

 求
人

者
が

生
産

し
て

い
る

品
目

、
商

業
の

場
合

に
は

、
取

扱
っ

て
い

る
商

品
の

う
ち

代
表

的
な

も
の

、
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
を

記
入

す
る

。
そ

れ
ら

の
品

目
に

商
標

が
あ

る
場

合
に

は
付

記
す

る
な

ど
、

な
る

べ
く
詳

し
く
記

入
す

る
。

【【
従従

業業
員員

数数
】】

中中
　　

卒卒
　　

用用
　　

求求
　　

人人
　　

票票
　　

（（
　　

記記
　　

入入
　　

例例
　　

  ））

事
　

業
　

所
　

名
（
ま

た
は

氏
名

）

か
ぶ

し
き

が
い

し
ゃ

　
は

ろ
ー

わ
ー

く
し

ょ
う

じ

（
株

）
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
商

事
１ 　 求     人     者

所
在

地

７
６

０
－

０
０

１
９

高
松

市
サ

ン
ポ

ー
ト

３
－

３
３

）
分

Ｊ
Ｒ

）
線

（
高

松
5

）
分

2
0

就
　

業
　

場
　

所
（
現

場
・
店

）

７
６

１
－

８
０

６
３

高
松

市
花

ノ
宮

町
２

－
２

－
３

コ
ト

デ
ン

琴
平

）
線

（
栗

林
）
駅

か
ら

徒
歩

（
1
0

3
0

人
）

生
産

品
目

事
業

内
容

産
業

機
械

の
設

計
・
開

発
・
製

造
・
販

売
・
保

守
サ

ー
ビ

ス
等

従 業 員 数 （ 常 用 ）

当
事

業
所

6
0

人
（
男

4
0

人
・
女

平

労
働

組
合

有
　

・
　

無
大

人
）

企
業

全
体

1
0
0

人
（
男

7
0

人
・
女

年
昭

2
0
0
0

万
円

就
業

規
則

創
業

明

資
本

金

億

有
　

・
　

無

２ 　 就 業 時 間 ・ 休 日 等

就
業

時
間

午
前

　
８

　
時

　
３

０
　

分
　

～
　

午
後

　
５

　
時

　
０

０
　

分
　

・

変
形

労
働

時
間

制
有

　
・
　

無
休

憩
時

間
午

前

5
5

分
・
昼

6
0

分
・
午

後
分

・
計

支
給

日

6
0

交
替

制

休
日

日
曜

・
祝

日
・
土

曜
　

　
　

　
　

　
　

　
曜

日
　

　
　

・
　

　
月

　
　

　
　

　
回

週
休

２
日

制
有

 〔
完

全
・
隔

週
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
〕
　

　
・
　

　
　

無

有
給

休
暇

0
1
0

基
本

給

６

¥
1
,9

5
0

円

２
０

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る
賃

金
賃

金
か

ら
控

除
す

る
も

の
締

切
日

月
末

円
税

金

１
５

日

日
給

３ 　 賃 金 （ 確 定 ・ 現 行 賃 金 ）

（
日

給
の

と
き

　
　

日
で

換
算

）
社

会
保

険
料

¥
2
0
,7

6
9

円
日

給
月

給

円

¥
1
3
5
,0

0
0

時
給

地
域

¥
1
0
,0

0
0

宿
舎

費
¥
2
0
,0

0
0

そ
の

他

賃
金

形
態

月
給

¥
1
4
5
,0

0
0

¥
4
2
,7

1
9

食
費

３
．

０

皆
 勤

（
）

①
合

  
  
  
 計

¥
1
4
5
,0

0
0

¥
2
2
,7

1
9

¥
1
2
2
,2

8
1

特
別

に
支

払
わ

れ
る

手
当

賞
与

通
勤

手
当

全
額

定
額

（
最

高
5
0
,0

0
0

円
ま

で
）

有
（
最

低
資

格
　

１
　

年
）
・
無

手
当

¥
1
0
,0

0
0

円

手
当

推
薦

人
員

４
．

５

手
当

定
期

昇
給

5
,0

0
0

退
職

金

県
安

定
所

求
人

連
絡

数
学

　
　

　
　

　
校

推
薦

人
員

学
　

　
　

　
　

校

求  人  連  絡

¥
1
0
2
,2

8
1

求
人

連
絡

総
数

所
人

10
〜
11



（
通

勤
）

（
住

込
）

（
不

問
）

人
人

人

1
0

１
２

１
３

電
話

内
線

F
A

X

１
４

　
 ど

の
よ

う
な

機
械

、
装

置
、

道
具

及
び

原
材

料
を

使
っ

て
ど

の
よ

う
な

仕
事

を
す

る
か

、
例

え
ば

工
具

な
ら

ば
使

用
す

る
機

械
等

の
名

称
、

形
式

、
取

扱
う

素
材

、
製

作
す

る
品

名
又

は
そ

の
工

程
の

名
称

、
及

び
そ

の
数

量
等

。
店

員
な

ら
ば

取
扱

う
商

品
の

範
囲

、
種

類
。

事
務

員
な

ら
ば

取
扱

う
事

務
の

種
類

、
使

用
す

る
帳

簿
の

名
称

又
は

種
類

等
を

具
体

的
、

簡
潔

的
確

に
記

入
す

る
。

必
要

な
場

合
に

は
、

立
作

業
、

座
り

作
業

等
、

特
徴

的
な

身
体

動
作

、
姿

勢
等

を
補

足
記

入
す

る
。

　
 作

業
所

（
事

務
所

）
の

位
置

（
作

業
の

場
所

、
ビ

ル
デ

ィ
ン

グ
の

階
数

等
）
店

舗
、

事
務

所
等

の
広

さ
、

建
物

の
構

造
、

採
光

、
換

気
、

湿
度

、
温

度
等

に
つ

い
て

記
入

す
る

。
施

設
（
機

械
名

）
に

つ
い

て
は

、
当

該
事

業
所

の
主

た
る

施
設

（
機

械
名

）
を

具
体

的
に

記
入

す
る

。

　
 応

募
要

領
・
選

考
に

つ
い

て
は

、
本

冊
子

を
熟

読
の

う
え

実
施

す
る

こ
と

。
  

 受
付

期
間

…
中

学
校

の
紹

介
（
推

薦
）
開

始
期

日
は

１
月

１
日

で
す

。
（
文

書
到

達
主

義
）

８８
　　

福福
利利

厚厚
生生

等等

離
職

者
数

0
1

0

受 理 ・ 確 認 印

単
身

寮
（
高

松
市

サ
ン

ポ
ー

ト
３

－
３

３
 ：

 ６
畳

ワ
ン

ル
ー

ム
）

令
和

４
年

３
月

卒

（
職

場
見

学
・
職

場
実

習
の

受
入

の
可

否
）

  
職

場
見

学
　

可
（
日

程
等

調
整

し
ま

す
の

で
、

見
学

希
望

の
場

合
は

事
前

に
お

問
い

合
わ

せ
く
だ

さ
い

）

受 付 番 号

選
考

旅
費

　
　

　
　

　
　

  
７

　
 日

後

１
１

赴
任

入
社

日
令

和
7
年

4
月

1
日

赴
任

旅
費

特 記 事 項

産 業 分 類 番 号

（
事

業
所

の
特

色
、

労
働

条
件

、
福

利
厚

生
施

設
な

ど
）

補 足 事 項

受
付

期
間

有
　

　
　

・
　

　
　

　
無

エ
ア

コ
ン

、
バ

ス
・
ト

イ
レ

付
き

、
１

ヵ
月

２
０

，
０

０
０

円
／

光
熱

水
費

・
食

費
は

自
己

負
担

応 募 ・ 選 考

選
考

場
所

本
社

会
議

室
選

考
方

法
面

接
選

考

採
否

決
定

  
　

月
　

　
　

 　
日

　
　

　
独

立
の

宿
舎

（
有

・
無

）
入

居
（
可

・
否

）
・
１

部
屋

１
人

・
１

人
当

た
り

 ６
畳

有
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

・
無

　
　

　
勤

務
先

ま
で

の
時

間
　

２
０

 分

有
　

　
　

・
　

　
無

時
間

配
慮

　
有

 （
賃

金
支

払
　

 有
 ・

 無
 ）

　
・
　

無
　

通
学

時
間

　
　

　
分

）
・
否

　
学

校
名

　

　
無

　
・
　

有
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

７ 作  業  内  容  等

仕
事

の
内

容

・
機

械
部

品
の

製
造

（
金

属
板

の
切

断
、

曲
げ

加
工

な
ど

） １
月

１
日

以
降

随
時

求
人

条
件

に
か

か
る

特
記

事
項

交
通

手
段

　
　

　
　

　
　

　

通
学

費
用

の
企

業
負

担
 有

　
（
入

学
金

・
教

科
書

代
・
授

業
料

月
額

　
　

５
，

０
０

０
　

円
・
交

通
費

）
　

　
・
　

無

定
年

制
　

有
 （

　
6
5
歳

　
）
　

　
・
無

　

９ 通 学

可

８ 福 利 厚 生 等

加
入

保
険

等
健
　
康
・
厚
　
生
・
雇
　
用
・
労
　
災
・
退
職
金
共
済
・
財
　
形

宿
舎

※
応

募
に

あ
た

っ
て

提
出

す
る

書
類

は
「
統

一
応

募
書

類
」
に

限
ら

れ
て

い
ま

す
。

・
部

品
の

溶
接

・
組

立
加

工

　

４
職

種
機

械
工

見
習

い
５

求
人

数
1

６
 雇

用
の

期
間

の
定

め

・
特

に
な

し 　
 月

　
 日

　
～

 　
月

　
  

　
日

選
考

月
日

　
　

 　
月

　
　

  
　

　
　

日
  

１
月

１
日

以
降

随
時

福
利

厚
生

等
に

つ
い

て
も

同
様

（
就

業
規

則
に

よ
り

慶
弔

等
特

別
休

暇
制

度
あ

り
）

採
用

事
務

担
当

者
０

８
７

-
８

０
０

-
１

１
１

１
１

２
３

０
８

７
-
８

０
０

-
２

２
２

２

雇
用

　
花

子
総

務
部

　
人

事
課

　
課

長
　

氏
名

2

　
（
株
）
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
商
事

事
業

所
名

令
和

５
年

３
月

卒
令

和
６

年
３

月
卒

代
表

者
名
代
表
取
締
役

1
5

1
6

　
労
働
　
太
郎

雇 用 保 険

適 用 事 業 所 番 号

３
７

０
１

－
採 用 ・ 離 職 状 況

１
１

１
１

－
２

採
用

者
数

1
1

職 業 分 類 番 号

記記
入入

にに
ああ

たた
っっ

てて
のの

注注
意意

事事
項項

４４
　　

職職
種種

５５
　　

求求
人人

数数

　
実

際
に

採
用

す
る

人
員

を
記

入
す

る
。

こ
の

場
合

求
人

者
が

用
意

し
た

住
宅

（
宿

舎
）
に

入
居

す
る

こ
と

を
条

件
と

す
る

と
き

は
「
住

込
」
、

用
意

し
な

い
場

合
は

「
通

勤
」
、

雇
い

入
れ

る
労

働
者

の
希

望
が

あ
れ

ば
用

意
す

る
と

き
は

「
不

問
」
と

す
る

。

６６
　　

雇雇
用用

のの
期期

間間
のの

定定
めめ

　
雇

用
の

期
間

の
定

め
が

有
り

の
場

合
は

、
「
有

」
を

〇
で

囲
ん

だ
上

で
（
　

）
内

に
、

例
え

ば
、

「
〇

年
〇

月
〇

日
～

〇
年

〇
月

〇
日

」
な

ど
詳

細
に

記
入

す
る

。
加

え
て

「
有

」
の

場
合

は
、

契
約

更
新

の
有

無
も

明
示

し
、

具
体

的
な

更
新

の
条

件
、

通
算

契
約

期
間

ま
た

は
更

新
回

数
の

上
限

（
設

け
て

い
る

場
合

）
な

ど
に

つ
い

て
「
1
2
補

足
事

項
」
に

記
入

す
る

こ
と

。

９９
　　

通通
学学

 　
通

学
の

可
・
否

を
○

印
で

囲
む

。
ま

た
、

時
間

配
慮

の
有

無
を

○
印

で
囲

み
、

有
の

場
合

は
、

そ
の

時
間

を
記

入
す

る
と

と
も

に
、

労
働

の
義

務
を

免
除

し
た

時
間

に
対

応
す

る
賃

金
の

支
払

い
の

有
無

を
○

印
で

囲
み

、
進

学
で

き
る

学
校

名
、

及
び

通
学

に
要

す
る

時
間

を
記

入
す

る
。

【【
通通

学学
費費

用用
のの

企企
業業

負負
担担

】】

【【
宿宿

舎舎
】】

　
 独

立
の

宿
舎

（
求

人
者

の
居

住
す

る
住

居
と

同
じ

建
物

や
工

場
、

店
舗

等
建

物
の

一
部

を
改

造
し

た
も

の
で

は
な

く
、

工
場

、
店

舗
等

か
ら

完
全

に
独

立
し

た
宿

舎
専

用
の

建
物

を
い

う
。

工
場

の
同

一
敷

地
内

で
も

差
し

支
え

な
い

。
）
の

有
無

、
採

用
時

点
に

お
け

る
入

居
の

可
否

、
１

部
屋

あ
た

り
の

収
容

可
能

人
員

、
１

人
当

た
り

の
畳

数
を

記
入

し
、

勤
務

先
ま

で
の

所
要

時
間

に
つ

い
て

も
記

入
す

る
。

【【
求求

人人
条条

件件
にに

関関
すす

るる
特特

記記
事事

項項
】】

 　
求

人
条

件
に

つ
い

て
、

求
職

者
に

留
意

さ
せ

る
必

要
の

あ
る

事
項

を
記

入
す

る
。

将
来

の
配

置
転

換
な

ど
今

後
の

見
込

み
も

含
め

た
、

従
事

す
べ

き
業

務
の

変
更

範
囲

を
明

示
す

る
こ

と
。

【【
仕仕

事事
のの

内内
容容

】】

 　
当

該
事

業
所

で
学

卒
者

が
従

事
す

る
仕

事
の

具
体

的
内

容
を

あ
ら

わ
す

名
称

を
記

入
す

る
。

　
 テ

レ
ビ

部
品

組
立

工
、

自
動

車
組

立
工

、
経

理
事

務
員

等
の

よ
う

に
記

入
す

る
。

具
体

的
内

容
を

あ
ら

わ
す

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
は

、
包

括
的

な
職

種
名

例
え

ば
事

務
職

、
技

術
職

、
販

売
職

等
の

記
入

で
差

し
支

え
な

い
。

７７
　　

作作
業業

内内
容容

等等

　
入

社
日

…
４

月
１

日
以

降
入

社
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

11
22
  補補

足足
事事

項項

　
 本

欄
は

主
と

し
て

、
労

働
条

件
、

福
利

厚
生

施
設

、
作

業
内

容
等

に
つ

い
て

求
人

者
が

補
足

す
べ

き
事

項
を

記
載

す
る

。
今

後
の

見
込

み
を

含
め

、
就

業
場

所
の

変
更

の
可

能
性

が
あ

る
場

合
は

、
転

勤
の

可
能

性
あ

り
と

記
載

し
、

そ
の

転
勤

の
範

囲
を

明
示

す
る

こ
と

。

　
 通

学
費

用
の

企
業

負
担

の
有

無
を

○
で

囲
み

、
そ

の
負

担
す

る
内

容
に

つ
い

て
記

入
す

る
。

11
00
　　

応応
募募

・・
選選

考考

11
11
　　

赴赴
任任

11
55
  雇雇

用用
保保

険険
適適

用用
事事

業業
所所

番番
号号

　
 当

該
事

業
所

が
雇

用
保

険
適

用
事

業
所

で
あ

る
場

合
、

そ
の

事
業

所
番

号
を

記
入

す
る

。

11
66
  採採

用用
・・
離離

職職
状状

況況
　

　
当

該
事

業
所

に
お

け
る

過
去

３
年

間
の

採
用

数
及

び
離

職
者

数
を

記
入

す
る

。
　

　
実

績
が

な
い

場
合

は
、

０
（
ゼ

ロ
）
を

記
入

す
る

。

（
例

）
　

11
33
  採採

用用
事事

務務
担担

当当
者者

　
 直

接
、

採
用

事
務

を
担

当
す

る
部

・
課

、
及

び
役

職
、

電
話

番
号

等
を

記
入

す
る

。

11
44
  事事

業業
所所

名名
及及

びび
代代

表表
者者

名名
 　

求
人

票
記

載
の

諸
条

件
に

相
違

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
、

事
業

所
名

及
び

代
表

者
（
又

は
人

事
担

当
者

）
を

記
入

す
る

。

【【
入入

社社
日日

】】

12
〜
13



求
職
者
に
対
し
て
、
従
事
す
べ
き
業
務
内
容
、
賃
金
、
労
働
時
間
、
そ
の
他

の
労
働
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
が
、
職
業
安
定
法
第

条
の
３
に
よ
り
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
条
件
な
ど
の
明
示
は
、
労
働
者
が
職
場
に
適
応

し
て
そ
の
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
た
め
に
も
、
就
職
後
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避

け
る
上
か
ら
も
重
要
で
す
。

労
働
条
件
は
、
そ
の
ま
ま
採
用
後
の
労
働
条
件
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。
求
職
者
か
ら
誤
解
を
生
じ
に
く
い
か
た
ち
で
、
正
確
か
つ
わ
か
り

や
す
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
窓
口
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
記
載
方
法
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
労
働
条
件
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
に
加
え
て
、
平
均
勤
続
年
数
や
研

修
の
有
無
お
よ
び
内
容
と
い
っ
た
職
場
情
報
を
新
卒
者
等
に
提
供
す
る
こ
と

が
、
「
若
者
雇
用
促
進
法
」
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

求
人
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

（
事
業
主
の
方
へ
）

求
人
申
込
書
（
高
卒
）
の

書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

求
人
の
募
集
中
止
及
び
募
集
人
員
の
削
減
を
す
る
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
連
絡
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

労
働
条
件
及
び
求
人
申
込
書
に
記
載
し
た
内
容
は
変
更
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

や
む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
は
速
や
か
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

応
募
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
、
適
性
・
能
力
の
み
を
基
準
と
し
た
、
公
正
な
採
用
選
考

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

首
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あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
１
／
４
）

求
人
区
分

【
就
業
形
態
】
【
雇
用
形
態
】

・
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
雇
用
形
態
の
「
２
．
正
社
員
以
外
」
を
選
ん
だ
場
合
は
、
「
正
社
員
以
外
の
名
称
」
に
準
社
員
、
期
間
社
員
な
ど
の
具
体
的
な
名
称
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
無
期
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
「
１

正
社
員
」
で
は
な
く
、
「
４

無
期
雇
用
派
遣
労
働
者
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

【
雇
用
期
間
】

定
め
あ
り
の
場
合
は
期
間
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
契
約
更
新
の
可
能
性
】

・
「
雇
用
期
間
」
欄
で
「
あ
り
」
と
回
答
し
た
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
契
約
更
新
の
可
能
性
「
あ
り
」
の
場
合
に
は
、
「
原
則
更
新
」
か
「
条
件
付
き
で
更
新
あ
り
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
更
新
の
際
の
具
体
的
な
更
新
条
件
、
通
算
契
約
期
間
ま
た
は
更
新

回
数
の
上
限
（
設
け
て
い
る
場
合
）
な
ど
に
つ
い
て
「
補
足
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
詳
し
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
試
用
期
間
】

試
用
期
間
が
あ
る
場
合
は
そ
の
期
間
を
「
補
足
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
労
働
条
件
が
異
な
る
場
合
は
そ
の
内
容
も
「
補
足
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
就
業
場
所
】

本
社
で
採
用
事
務
を
一
括
処
理
す
る
等
に
よ
り
、
求
人
申
込
み
時
に
そ
の
就
業
場
所
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
就
業
可
能
性
の
あ
る
工
場
・
支
店
等
を
記
入
し
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
３

頁
）
に
就
業
場
所
決
定
の
方
法
・
時
期
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
動
喫
煙
対
策
】

・
受
動
喫
煙
対
策
の
有
無
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
「
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
受
動
喫
煙
対
策
」
で
「
喫
煙
室
設
置
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
喫
煙
の
み
を
行
う
室
が
あ
る
」
、
「
喫
煙
で
き
る
室
（
飲
食
サ
ー
ビ
ス
提
供
あ
り
）
が
あ
る
」
、
「
加
熱
式
た
ば
こ
の

み
の
喫
煙
が
で
き
る
室
が
あ
る
」
等
を
「
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
マ
イ
カ
ー
通
勤
】

・
「
可
」
の
場
合
は
駐
車
場
の
有
無
や
有
料
か
無
料
等
の
情
報
を
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
【
通
学
】
が
「
可
」
で
配
慮
（
時
間
配
慮
、
賃
金
補
助
等
）
が
あ
る
場
合
は
、
青
少
年
雇
用
情
報
の
「
２
（
２
）
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
」
欄
（
４
頁
）
に
詳
し
い
情
報
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
転
勤
の
可
能
性
】

転
勤
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
「
あ
り
」
を
選
択
す
る
と
と
も
に
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
転
勤
範
囲
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
知
識
・
技
能
等
】

・
高
校
生
の
採
用
は
未
経
験
者
の
採
用
が
基
本
で
す
。
で
き
る
限
り
応
募
の
機
会
を
広
げ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
例
え
ば
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
が
必
要
な
場
合
で
も
、
誕
生

日
な
ど
の
事
情
に
よ
り
入
社
ま
で
に
取
得
が
で
き
な
い
求
職
者
も
い
る
た
め
、
入
社
後
の
取
得
を
認
め
る
等
柔
軟
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
公
開
希
望
】

各
高
等
学
校
の
進
路
指
導
教
諭
に
対
し
て
、
高
卒
就
職
情
報

提
供
サ
ー
ビ
ス
で
求
人
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
「
１
事
業
所
名
等
を
含
む
求
人
情
報
を
公
開
す
る
」

を
選
択
し
、
希
望
し
な
い
場
合
に
は
「
４
求
人
情
報
を
公
開
し
な
い
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

仕
事
内
容

【
基
本
給
】

・
「
基
本
給
」
欄
に
は
、
初
任
給
の
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
固
定
残
業
代
や
各
種
手
当
は
含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
）
。

ま
た
、
記
入
し
た
賃
金
に
応
じ
て
、
「
現
行
」
か
「
確
定
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
現
行
」
：
申
込
み
時
点
で
賃
金
額
の
確
定
が
困
難
な
場
合
、
当
該
年
の
新
規
高
等
学
校
卒
業
者
採
用
者
の
現
行
の
賃
金
額
と
す
る
。

・
基
本
給
は
、
月
給
制
の
場
合
に
は
そ
の
額
を
、
月
給
制
以
外
の
場
合
に
は
１
日
の
所
定
労
働
時
間
、
月
平
均
労
働
日
数
等
か
ら
算
出
し
た
月
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
固
定
残
業
代
】

固
定
残
業
代
が
あ
る
場
合
は
「
あ
り
」
を
選
択
し
、
額
を
記
入
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、
「
固
定
残
業
代
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
「
時
間
外
手
当
は
、
時
間
外
労
働
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

固
定
残
業
代
と
し
て
支
給
し
、
●
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
は
追
加
で
支
給
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

賃
金
・
手
当

【
賃
金
形
態
等
】

該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
・
月
給
･･
･月

額
を
決
め
て
支
給
、
日
給
･･
･日

額
を
決
め
て
、
勤
務
日
数
に
応
じ
て
支
給
、
時
給
･･
･時

間
額
を
決
め
て
勤
務
時
間
数
に
応
じ
て
支
給
、
年
俸
制
･･
･年

額
を
決
め
て
、
各
月

に
配
分
し
て
支
給
、
そ
の
他
･･
･具

体
的
に
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。
）

※
月
給
制
に
お
い
て
欠
勤
し
た
場
合
に
賃
金
控
除
が
あ
る
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
３
頁
）
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
仕
事
の
内
容
】

・
学
生
が
最
も
重
要
視
す
る
項
目
の
一
つ
で
す
。
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
求
職
者
の
方
の
疑
問
や
と
ま
ど
い
を
解
消
し
、
応
募
者
が
増
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

応
募
者
の
目
線
に
立
っ
て
詳
細
か
つ
分
か
り
や
す
い
内
容
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
将
来
の
配
置
転
換
な
ど
今
後
の
見
込
み
も
含
め
た
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
変
更
範
囲
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日

1
3

2
4

30
,0

00
 円

手
当

円

手
当

必
要

な
知

識
・
技

能
等

（
履

修
科

目
）

詳
細
：
(全

角
2
1
0
文
字
以
内
）

１
．

必
須

２
．

あ
れ

ば
尚

可
３

．
不

問

必
要

な
知

識
・
技

能
等

の
詳

細
：

普
通

自
動

車
免

許
（

A
T限

定
可

）
　

（
入

社
後

の
取

得
可

）

賃
金

・
手

当

賃
金

形
態

等

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

毎
月

の
賃

金
１

．
現

行
　

　
２

．
確

定

基
本

給
（
a
)

円
手

当
円

固
定

残
業

代
（
ｃ
）

(全
角
1
2
0
文

字
以
内
)

１
．

あ
り

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
16

,0
00

　
円

２
．

な
し

固
定

残
業

代
に

関
す

る
特

記
事

項
：
　
時

間
外

手
当

は
、

時
間

外
労

働
時

間
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
固

定
残

業
代

と
し

て
支

給
し

、
1
0
時

間
を

超
え

る
時

間
外

労
働

は
追

加
で

支
給

。

16
5,
00

0　
円

月
平

均

労
働

日
数

　
19

.8
日

定
額

的
に

支
払

わ
れ

る

手
当

(b
)

（
手
当
名
は

全
角
6
文
字

以
内
）

営
業

手
当

最
寄

り
駅

（
　

　
　
　

○
○

線
△

△
　

　
　

駅
）
か

ら
［
 徒

歩
 ・

 車
 ］

で
（
  

  
  

  
10

　
　

分
）

従
業

員
数

：
就

業
場

所
（
　

　
　

10
5 

  
　

人
）
  

う
ち

女
性

（
　

　
　
42

　
　

　
人

）
  

う
ち

パ
ー

ト
（
　

　
　

　
6　

　
　

人
）

既
卒

者
・
中

退
者

の
応

募
可

否

既
卒

応
募

：
１

．
可

　
　

２
．

不
可

中
退

者
応

募
：

１
．

可
　

　
２

．
不

可

卒
業

後
概

ね
（
　
３

　
）
年

以
内

受
動

喫
煙

対
策

１
．

あ
り

（
 受

動
喫

煙
対

策
の

内
容

：
　

屋
内

禁
煙

　
・
　

喫
煙

室
設

置
 ）

　
２

．
な

し
（
喫

煙
可

）
　

３
．

そ
の

他

受
動

喫
煙

対
策

に
関

す
る

特
記

事
項

：
　

喫
煙

で
き

る
部

屋
が

あ
る

マ
イ

カ
ー

通
勤

１
．

可
　

　
２

．
不

可
転

勤
の

可
能

性
１

．
あ

り
　

２
．

な
し

通
学

１
．

可
　

　
２

．
不

可

雇
用

期
間

１
．

定
め

な
し

　
２

．
定

め
あ

り
（
４

ヶ
月

以
上

）
　

３
．

定
め

あ
り

（
４

ヶ
月

未
満

）
　

４
．

日
雇

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
　

～
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
　

又
は

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
ヶ

月

契
約

更
新

の
可

能
性

１
．

あ
り

（
　

原
則

更
新

　
　

・
　

　
 条

件
付

き
で

更
新

あ
り

　
）
　

　
２

．
な

し

仕
事

内
容

職
種

：
(全

角
4
0
文
字
以
内
）

　
　

　
　

　
　
営
業
（
自
動
車
用
の
電
子
部
品
）

仕
事

の
内

容
：
(全

角
3
0
0
文
字
以
内
）

自
社

で
製

造
し

て
い

る
電

子
部

品
（

主
に

自
動

車
用

部
品

）
の

法
人

向
け

営
業

・
受

注
計

画
に

基
づ

き
新

製
品

開
発

に
合

わ
せ

た
製

品
の

提
案

・
見

積
り

　
・

受
注

か
ら

納
品

ま
で

の
フ

ォ
ロ

ー
・

代
金

回
収

等

※
顧

客
は

主
に

国
内

の
自

動
車

メ
ー

カ
ー

（
関

東
・

東
海

地
域

）
で

す
。

　
※

既
存

顧
客

へ
の

ル
ー

ト
営

業
が

中
心

で
す

。

※
目

標
は

あ
り

ま
す

が
、

ノ
ル

マ
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
※

入
社

後
は

、
集

合
研

修
・

現
場

O
JT
に

よ
り

必
要

な
知

識
・

ス
キ

ル
が

学
べ

ま
す

。
　

※
変

更
範

囲
：

な
し

就 業 形 態

１
．

派
遣

・
請

負
で

は
な

い

２
．

派
遣

３
．

紹
介

予
定

派
遣

４
．

請
負

雇 用 形 態

　
１

．
正

社
員

　
　

２
．

正
社

員
以

外
　

　
３

．
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

　
　

４
．

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者

正
社

員
以

外
の

名
称

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

試
用

期
間

１
．

あ
り

　
　

２
．

な
し 試

用
期

間
中

の
労

働
条

件
：

同
条

件
　

　
　

　
　

・
　

　
　

　
　

異
な

る

　   
  

 　
　

就
業

場
所

  
  

 (
所

在
地

・
名

称
等

)
　 所
在
地
(全

角
9
0
文
字
以
内
）

最
寄
り
駅
（
全
角
2
6
文
字
以
内
）

受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る

特
記
事
項
（
全
角
6
0
文
字
以
内
）

　
☑

 事
業

所
所

在
地

に
同

じ
　

□
 在

宅
勤

務
に

該
当

〒

求求
人人

申申
込込

書書
（（
高高

卒卒
））

受
付

年
月

日
《
令

和
》

求
人

区
分

事
業

所
名

：

霞
ヶ

関
電

子
工

業
　

株
式

会
社

事
業

所
番

号
：

１
３

０
７

－
９

４
０

６
２

１
－

１

求
人

の
対

象
年

度
　

（
　

　
　

　
　

　
　

）
年

 ３
月

卒
業

の
求

人

公
開

希
望

１
．

事
業

所
名

等
を

含
む

求
人

情
報

を
公

開
す

る
　

　
　

　
　

　
　

４
．

求
人

情
報

を
公

開
し

な
い
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あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
２
／
４
）

【
手
当
】

「
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
」
と
は
、
毎
賃
金
支
払
時
に
全
員
に
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
を
い
い
ま
す
。

定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
の
他
、
家
族
手
当
、
皆
勤
手
当
等
、
個
人
の
状
態
・
実
績
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
等
が
あ
る
場
合
は
、
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記

事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
就
業
時
間
】

※
法
定
労
働
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
就
業
規
則
や
各
種
届
出
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
１

交
替
制
（
シ
フ
ト
制
）
に
つ
い
て

交
代
制
に
よ
り
就
業
時
間
が
異
な
る
場
合
に
選
択
し
、
「
就
業
時
間
１
」
～
「
就
業
時
間
３
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
就
業
時
間
帯
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

一
定
期
間
（

週
間
や

ヶ
月
な
ど
）
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
勤
務
割
り
な
ど
に
お
い
て
労
働
時
間
が
確
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
次
頁
）

に
シ
フ
ト
作
成
・
変
更
の
手
続
き
・
ル
ー
ル
、
労
働
日
、
労
働
時
間
な
ど
の
設
定
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
具
体
的
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
２

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て

「
就
業
時
間
１
」
に
標
準
と
な
る
一
日
の
就
業
時
間
を
記
入
し
、

「
補
足
事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
・
コ
ア
タ
イ
ム
の
就
業
時
間
帯
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
３

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
：
「
裁
量
労
働
制
（
○
○
業
務
型
）
に
よ
り
、
出
退
社
の
時
刻
は
自
由
で
あ
り
、
○
時
間
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
す
」

※
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
場
合
は
、
実
態
・
目
安
で
あ
る
こ
と
を
「
補
足
事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
４

変
形
労
働
時
間
制
に
つ
い
て

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
：
「
変
形
労
働
制
に
よ
り
始
業
は
●
時
～
●
時
、
終
業
は
●
時
～
●
時
と
し
、
シ
フ
ト
制
で
決
定
す
る
」
（
一
ヶ
月
単
位
の
場
合
）

仕
事
内
容

労
働
時
間

【
時
間
外
労
働
の
有
無
】

・
時
間
外
労
働
の
有
無
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

・
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
過
半
数
労
働
組
合
等
と
の
労
働
基
準
法
第

条
に
基
づ
く
時
間
外
及
び
休
日
労
働
に
関
す
る
労
使
協
定
（
３
６
協
定
）
の
締

結
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

・
時
間
外
労
働
【
あ
り
】
の
場
合
は
、
月
平
均
残
業
時
間
数
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
事
業
場
外
労
働
の
み
な
し
労
働
時
間
制
の
場
合
で
あ
っ
て
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
み
な
し
時
間
を
設
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
時
間
数
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

【
３
６
協
定
に
お
け
る
特
別
条
項
あ
り
】

特
別
条
項
付
き
の
３
６
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
は
「
あ
り
」
を
選
択
し
、
「
特
別
な
事
情
・
期
間
等
」
欄
に
特
別
な
事
情
や
延
長
時
間
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
：
「
○
○
の
と
き
（
特
別
な
事
情
）
は
、

日
○
時
間
ま
で
、
○
回
を
限
度
と
し
て
１
ヶ
月
○
時
間
ま
で
、
年
に
○
時
間
で
き
る
」

【
休
日
等
】

「
週
休
二
日
制
」
欄
に
は
、
下
記
の
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
毎
週

完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

２
．
そ
の
他

そ
れ
以
外
の
形
態
で
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

３
．
な
し

週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合

年
末
年
始
休
暇
や
夏
季
休
暇
な
ど
特
別
休
暇
が
あ
る
場
合
は
、
「
そ
の
他
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
・
年
金
・
定
年
等

【
企
業
年
金
】

事
業
所
登
録
の
内
容
と
異
な
る
場
合
は
、
下
記
の
い
ず
れ
か
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
厚
生
年
金
基
金

２
．
確
定
拠
出
年
金

３
．
確
定
給
付
年
金

【
入
居
可
能
住
宅
】

入
居
可
能
な
住
宅
が
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
項
目
「
単
身
用
あ
り
」
「
世
帯
用
あ
り
」
、
入
居
可
能
な
住
宅
が
な
い
場
合
は
「
な
し
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

利
用
条
件
や
宿
舎
費
用
な
ど
の
詳
細
、
空
き
が
出
れ
ば
利
用
可
能
な
住
宅
が
あ
る
場
合
等
は
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
欄
（
次
頁
）
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

円

円

1
円

3

2
円

4

日
日

円
％

1
回

賞
与

月
数

：
ヶ

月
分

賞
与

額
：

円
～

円

2
回

賞
与

額
：

円
～

円

1
9

時
0

分
～

時
0

分

2
時

分
～

時
分

3
時

分
～

時
分

0
日

10
日

　
　

２
．

労
災

保
険

３
．

公
務

災
害

補
償

４
．

健
康

保
険

５
．

厚
生

年
金

６
．

財
形

　
　

　
　

）

企
業

年
金

□
 厚

生
年

金
基

金
　

□
 確

定
拠

出
年

金
　

□
 確

定
給

付
年

金

退
職

金
共

済
１

．
加

入
　

　
　

　
２

．
未

加
入

入
居

可
能

住
宅

１
．

単
身

用
あ

り
　

　
２

．
世

帯
用

あ
り

　
　

３
．

な
し

保
険

・
年

金
・

定
年

等

事
業

所
登

録
情

報
と

条
件

が
異

な
る

場
合

の
み

記
入

加
入

保
険

等

１
．

雇
用

保
険

７
．

そ
の

他
（

２
．

な
し

勤
務

延
長

１
．

あ
り

上
限

年
齢

１
．

あ
り

上
限

年
齢

：

歳
２

．
な

し
２

．
な

し

再
雇

用
制

度
１

．
あ

り
上

限
年

齢
１

．
あ

り
上

限
年

齢
：

70
  

 歳
ま

で
２

．
な

し

歳
ま

で
　

２
．

な
し

２
．

な
し

１
．

あ
り

勤
続

年
数

１
．

不
問

　
　

２
．

必
要

（
　

　
　

　
　
３

　
　

　
）
年

以
上

２
．

な
し

定
年

制
１

．
あ

り
一

律
定

年
制

１
．

あ
り

定
年

年
齢

：
65

退
職

金
制

度

週
休

二
日

制
１

．
毎

週
　

　
２

．
な

し
　

　
３

．
そ

の
他

　
　

そ
の

他
：

　
年

末
年

始
（

1
2
/
2
9
～

1
/
3
）

、
夏

期
休

暇
(7
～

9
月

に
3
日

間
)、

誕
生

日
休

暇
（

年
１

回
）

、
そ

の
他

特
別

休
暇

あ
り

（
慶

弔
・

結
婚

・
育

児
参

加
な

ど
）

休
憩

時
間

60
分

年
間

休
日

数
12

7
日

時
間

外
労

働
(全

角
6
0
文

字
以
内
）

１
．

あ
り

月
平

均
時

間
外

労
働

時
間

：
10

時
間

　
□

 ３
６

協
定

に
お

け
る

特
別

条
項

あ
り

２
．

な
し

　
特

別
な

事
情

・
期

間
等

：
労

働
時

間

就
業

時
間

　
※

就
業

時
間

で
該

当
す

る
場

合
は

選
択

：
１

．
交

替
制

（
シ

フ
ト

制
）
　

２
．

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
　

３
．

裁
量

労
働

制
４

．
変

形
労

働
時

間
制

（
1
ヶ

月
単

位
・
1
年

単
位

・
1
週

間
単

位
非

定
型

的
）

就
業

時
間

18

年
次

有
給

休
暇

入
社

時
の

年
次

有
給

休
暇

日
数

6
ヶ

月
経

過
後

の
年

次
有

給
休

暇
日

数

休
日

等
(全

角
1
0
0
文

字
以
内
）

休
日

□
 月

　
　

□
 火

　
　

□
 水

　
　

□
 木

　
　

□
 金

　
　

☑
 土

　
　

☑
 日

　
　

☑
 祝

　
　

☑
 そ

の
他

賞
与

新
規

学
卒

者
の

賞
与

制
度

の
有

無

１
．

制
度

あ
り

※
（
新

規
学

卒
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

２
．

制
度

な
し

回
数

２
．

制
度

な
し

回
数

賞
与

月
数

：
　

　
 4

.5
ヶ

月
分

又
は

2.
0

又
は

一
般

労
働

者
の

賞
与

制
度

の
有

無

１
．

制
度

あ
り

※
（
一

般
労

働
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

昇
給

１
．

制
度

あ
り

　
※

新
規

学
卒

者
の

前
年

度
実

績
が

あ
る

場
合

は
記

入

２
．

制
度

な
し

金
額

：
2,

50
0

又
は

昇
給

率
：手

当
円

賃
金

締
切

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

毎
月

賃
金

支
払

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

当
月

 ・
 翌

月
25

２
．

固
定

（
月

末
）

２
．

固
定

（
月

末
）
  

  
  

当
月

・
翌

月

３
．

そ
の

他
３

．
そ

の
他

賃
金

・
手

当

a＋
b

（
固

定
残

業
代

が
あ

る
場

合
は

a＋
b＋

c
）

通
勤

手
当

１
．

実
費

支
給

（
上

限
あ

り
）

　
　

月
額

　
・
　

日
額

21
1,
00

0

２
．

実
費

支
給

（
上

限
な

し
）

３
．

一
定

額
50

,0
00

４
．

な
し

特
別

に
支

払
わ

れ
る

手
当

（
手
当
名
は

全
角
6
文
字

以
内
）

資
格

手
当

10
,0

00
手

当
円

皆
勤

手
当

5,
00

0
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（
３
／
４
）

【
求
人
数
】

求
人
者
が
入
居
可
能
住
宅
を
用
意
し
な
い
場
合
に
は
「
通
勤
」
、
用
意
し
た
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
き
は
「
住
込
」
、
雇
い
入
れ
る
労
働
者
の
希
望

が
あ
れ
ば
用
意
す
る
と
き
は
「
不
問
」
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

【
既
卒
者
等
の
応
募
可
否
・
入
社
日
】

高
校
既
卒
者
の
応
募
の
可
否
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
可
の
場
合
、
「
既
卒
者
等
の
入
社
日
」
欄
に
入
社
日
の
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
応
募
前
職
場
見
学
】

・
生
徒
に
応
募
先
選
定
・
確
認
の
機
会
を
で
き
る
限
り
与
え
る
た
め
、
積
極
的
な
受
入
れ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
応
募
前
職
場
見
学
」
の
可
否
に
つ
い
て
、
「
可
」
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
「
随
時
」
又
は
「
補
足
事
項
欄
参
照
」
を
選
択
し
、
「
補
足
事
項
欄
参
照
」
を
選
択
し

た
場
合
に
は
「
補
足
事
項
」
欄
に
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
応
募
前
職
場
見
学
は
、
生
徒
が
事
前
に
職
業
や
職
場
へ
の
理
解
を
深
め
、
適
切
な
職
業
選
択
や
、
事
前
の
理
解
不
足
に

よ
る
就
職
後
の
早
期
離
職
の
防
止
を
目
的
と
し
て
行
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
応
募
前
職

場
見
学
が
求
人
者
の
採
用
選
考
の
場
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
選
考
方
法
】

選
考
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
他
に
選
択
し
た
場
合
は
、
詳
細
を
「
そ
の
他
の
選
考
方
法
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
適
性
検
査
の
具
体
的
な
検
査
名
も
、
「
そ
の
他
の
選
考
方
法
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
面
接
や
選
考
試
験
を
複
数
回
実
施
す
る
場
合
は
、
選
考
の
流
れ
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】
【
選
考
日
】

高
校
生
の
推
薦
開
始
期
日
は
、
推
薦
文
書
の
到
達
が
９
月
５
日
（
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
８
月

日
）
以
降
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
選
考
開
始
期
日
は
９
月

日
以
降
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
補
足
事
項
】
【
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
】

各
欄
に
書
き
き
れ
な
か
っ
た
内
容
や
応
募
上
の
注
意
事
項
な
ど
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
規
学
卒
者
の
入
社
日
に
つ
い
て
、
４
月

日
が
一
般
的
で
す
が
、
異
な
る
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
情
報
を
追
加
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
求
人
に
つ
い
て
、

法
令
に
違
反
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
、
必
要
な
労
働
条
件
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
も
の
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
！

ごご
注注

意意
下下

ささ
いい

！！

★★
求求

人人
票票

にに
記記

ささ
れれ

たた
労労

働働
条条

件件
はは

、、
そそ

のの
まま

まま
採採

用用
後後

のの
労労

働働
条条

件件
とと

なな
るる

ここ
とと

がが
期期

待待
ささ

れれ
てて

いい
まま

すす
。。

求求
人人

票票
にに

記記
載載

しし
たた

条条
件件

をを
遵遵

守守
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい

。。

★★
やや

むむ
をを

得得
ずず

、、
条条

件件
をを

変変
更更

しし
なな

けけ
れれ

ばば
なな

らら
なな

いい
場場

合合
はは

、、
求求

職職
者者

がが
労労

働働
契契

約約
をを

締締
結結

すす
るる

かか
どど

うう
かか

考考
ええ

るる
時時

間間
がが

確確
保保

ささ
れれ

るる
よよ

うう
、、

求求
職職

者者
にに

対対
しし

、、
可可

能能
なな

限限
りり

速速
やや

かか
にに

変変
更更

内内
容容

をを
明明

示示
しし

なな
けけ

れれ
ばば

なな
りり

まま
せせ

んん
。。

まま
たた

、、
ハハ

ロロ
ーー

ワワ
ーー

クク
にに

もも
ごご

連連
絡絡

くく
だだ

ささ
いい

。。

★★
求求

職職
者者

かか
らら

変変
更更

すす
るる

理理
由由

なな
どど

にに
つつ

いい
てて

質質
問問

ささ
れれ

たた
場場

合合
にに

はは
、、

適適
切切

にに
説説

明明
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい

。。

人
人

0
人

9
月

5
日

～
9

月
11

日

１
．

可
　

　
２

．
不

可
１

．
可

　
　

２
．

否

6
年

10
月

1
日

以
降

10
日

以
内

）

月
日

9
月

16
日

以
降

随
時

-
-

-
-

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

紹
介

希
望

安
定

所
：

求
人

連
絡

数
：

人

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

事
項

(全
角
6
0
0
文
字
以
内
）

※
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

連
絡

し
た

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
（
求

人
票

に
は

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

）

指
定

校
推

薦

※
学

校
名

及
び

推
薦

人
員

数
を

記
入

1

都
道

府
県

：

都
道

府
県

：

求
人

条
件

に
か

か
る

特
記

事
項

(全
角
3
0
0
文
字
以
内
）

・
特

別
に

支
払

わ
れ

る
手

当
に

つ
い

て
　

資
格

手
当

：
当

社
の

定
め

る
資

格
を

保
有

し
て

い
る

場
合

　
皆

勤
手

当
：

欠
勤

が
な

か
っ

た
場

合
・

選
考

旅
費

は
上

限
50

,0
00

ま
で

紹
介

希
望

安
定

所

都
道

府
県

：
○

○
△

△
1

都
道

府
県

：
○

○
△

△

都
道

府
県

：

・
試

用
期

間
3
ヶ

月

補
足

事
項

(全
角
3
0
0
文
字
以
内
）

・
試

用
期

間
3ヶ

月
・

転
勤

の
範

囲
：

○
○

支
社

、
△

△
支

社
・

応
募

前
職

場
見

学
に

つ
い

て
は

、
7月

20
日

以
降

実
施

予
定

で
す

。
・

応
募

前
職

場
見

学
へ

の
参

加
の

有
無

に
よ

っ
て

採
否

を
決

定
す

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

担
当

者

課
係

名
、

役
職

名
人

事
総

務
課

　
リ

ー
ダ

ー

担
当

者
厚

労
　

安
子

担
当

者
（
カ

タ
カ

ナ
）

コ
ウ

ロ
ウ

　
ヤ

ス
コ

電
話

番
号

※
事

業
所

登
録

情
報

と
異

な
る

場
合

に
記

入

内
線

：

応
募

前
職

場
見

学
複

数
応

募
□

随
時

 又
は

☑
補

足
事

項
欄

参
照

選
考

方
法

☑
 面

接
　

☑
 適

性
検

査
　

□
 そ

の
他

　
選

考
旅

費

0
不

問
：

受
付

期
間

１
．

期
間

　
　

２
．

開
始

日
の

み
指

定

既
卒

者
等

の
入

社
日

１
．

日
に

ち
を

指
定

　
　

２
．

随
時

　
　

３
．

応
募

者
の

相
談

に
応

じ
る

 　
４

．
応

募
　

不
可

　
年

　
　

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
　

日

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

そ
の

他
の

選
考

方
法

（
　

○
○

テ
ス

ト
、

△
△

△
試

験
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

）

学
科

試
験

 ☑
 一

般
常

識
 □

 国
語

 □
 数

学
 □

 英
語

 □
 社

会
 □

 理
科

 □
 作

文
☑

 そ
の

他

選
考

方
法

求
人

数
通

勤
：

1
住

込
：

選
考

日

選
考

場
所

(全
角
9
0
文
字
以
内
）

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 事
業

所
情

報
に

登
録

し
た

就
業

場
所

名
称

　
□

 選
考

場
所

を
記

入

〒
　

　
　

　
　

　
　

　
　

－

最
寄

り
駅

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

駅
）
か

ら
［
 徒

歩
 ・

 車
 ］

で
（
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

　
分

）

赴
任

旅
費

の
有

無
１

．
あ

り
　

２
．

な
し

選
考

結
果

通
知

(面
接

選
考

結
果

通
知

：
　

面
接

後
：

F
A

X
番

号
※

事
業

所
登

録
情

報
と

異
な

る
場

合
に

記
入

− 17 −



人
男

性
人

　
　

　
前

事
業

年
度

の
出

産
者

数
：

女
性

人
男

性
の

配
偶

者
人

人
男

性
人

　
　

　
前

事
業

年
度

の
出

産
者

数
：

女
性

人
男

性
の

配
偶

者
人

※
　

グ
ル

ー
プ

会
社

等
別

法
人

の
情

報
は

含
め

ま
せ

ん
。

日

（
３

）
前

事
業

年
度

の
育

児
休

業
取

得
者

数
：

（
４

）
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
制

度
の

有
無

 (
全

角
6
0
文

字
以

内
）

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
５

）
社

内
検

定
等

の
制

度
の

有
無

(全
角

6
0
文

字
以

内
）

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

従
業

員
の

平
均

年
齢

：
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

区
分

毎
の

職
場

へ
の

定
着

の
促

進
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

（
１

）
前

事
業

年
度

の
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
：

時
間

（
２

）
前

事
業

年
度

の
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

：
日

（
３

）
前

事
業

年
度

の
育

児
休

業
取

得
者

数
：

女
性

％

区
分

毎
の

情
報

区
分

の
名

称
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
求

人
を

行
っ

て
い

る
採

用
区

分
（
例

：
総

合
職

／
一

般
職

）
、

学
歴

別

（
大

卒
／

高
卒

）
、

事
業

所
別

、
職

種
別

な
ど

。
企

業
の

任
意

の
区

分
で

可
。

区
分

毎
の

募
集

・
採

用
に

関
す

る
情

報

（
１

）
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
　

 新
卒

者
等

離
職

者
数

：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

（
２

）
男

性
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
　

 女
性

新
卒

者
等

採
用

者
数

：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

（
３

）
平

均
勤

続
勤

務
年

数
：
　

　
　

　
　

　
　

　
年

企
業

全
体

※
の

職
場

へ
の

定
着

の
促

進
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

（
１

）
前

事
業

年
度

の
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
：

時
間

（
２

）
前

事
業

年
度

の
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

：

青
少

年
雇

用
情

報

企
業

全
体

※
の

募

集
・

採
用

に
関

す
る

情
報

（
１

）
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
　

 新
卒

者
等

離
職

者
数

：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

（
２

）
男

性
新

卒
者

等
採

用
者

数
：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

女
性

（
４

）
女

性
の

役
員

割
合

：
％

女
性

の
管

理
職

割
合

：

　
　

 女
性

新
卒

者
等

採
用

者
数

：
　

前
年

度
：
　

　
　

　
　

　
人

　
２

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

　
３

年
度

前
：
　

　
　

　
　

　
人

（
３

）
平

均
勤

続
勤

務
年

数
：
　

　
　

　
　

　
　

　
年

従
業

員
の

平
均

年
齢

：
　

　
　

　
　

　
　

　
歳

企
業

全
体

※
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

（
１

）
研

修
の

有
無

 (
全

角
6
3
文

字
以

内
）

　
　

　
１

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
２

）
自

己
啓

発
支

援
の

有
無

 (
全

角
6
0
文

字
以

内
）

  
  

  
 １

．
あ

り
　

　
　

２
．

な
し

（
３

）
メ

ン
タ

ー
制

度
の

有
無

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

青
少
年
雇
用
情
報
欄

※
青
少
年
雇
用
情
報
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
※

・
全

て
の

項
目

を
記

入
す

る
こ

と
が

難
し

い
場

合
で

も
、

情
報

提
供

の
義

務
に

と
ど

ま
ら

な
い

積
極

的
な

情
報

提
供

を
お

願
い

し
ま

す
。

（
情

報
提

供
の

義
務

：
「

企
業

全
体

の
募

集
・

採
用

に
関

す
る

情
報

」
、

「
企

業
全

体
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

」
、

「
企

業
全

体
の

職
場

へ
の

定
着

の
促

進
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

」
の

欄
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

で
１

項
目

以
上

）
・

数
値

を
算

出
し

て
記

入
す

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
２

位
を

切
り

捨
て

、
小

数
点

第
１

位
ま

で
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
「

企
業

全
体

の
職

業
能

力
の

開
発

及
び

向
上

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況
」

に
つ

い
て

は
、

制
度

と
し

て
就

業
規

則
や

労
働

協
約

に
規

定
さ

れ
て

い
な

く
て

も
、

継
続

的
に

実
施

し
て

お
り

、
か

つ
そ

の
こ

と
が

従
業

員
に

周
知

さ
れ

て
い

れ
ば

「
あ

り
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
新
卒
者
等
の
採
用
者
数
離
職
者
数
】

・
新

卒
者

の
ほ

か
、

新
卒

者
と

同
じ

採
用

枠
で

採
用

し
た

既
卒

者
な

ど
、

新
卒

者
と

同
等

の
処

遇
を

行
う

も
の

を
含

み
ま

す
。

直
近

で
終

了
し

て
い

る
事

業
年

度
を

含
む

３
年

度
間

に
つ

い
て

の
状

況
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

離
職

者
数

は
、

各
年

度
の

採
用

者
数

の
う

ち
、

３
年

度
間

に
お

け
る

離
職

者
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
平
均
継
続
勤
務
年
数
】

労
働

者
ご

と
の

雇
い

入
れ

ら
れ

て
か

ら
記

入
日

の
時

点
ま

で
に

勤
続

し
た

年
数

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
割

っ
て

算
出

し
ま

す
。

【
従
業
員
の
平
均
年
数
】
（
参
考
値
）

若
者

雇
用

促
進

法
に

基
づ

く
青

少
年

雇
用

情
報

の
項

目
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

参
考

値
と

し
て

、
記

入
日

時
点

で
の

平
均

年
齢

も
可

能
な

限
り

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
平

均
勤

続
勤

務
年

数
及

び
平

均
年

齢
は

、
事

業
年

度
末

時
点

、
事

業
年

度
当

初
等

、
求

人
申

込
書

記
入

日
直

近
の

数
値

と
し

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

【
研
修
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

具
体

的
な

対
象

者
、

内
容

を
示

し
て

く
だ

さ
い

。
全

て
の

研
修

の
内

容
を

書
き

切
れ

な
い

場
合

は
、

主
な

研
修

の
内

容
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

・
教

育
訓

練
休

暇
制

度
、

教
育

訓
練

短
時

間
勤

務
制

度
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

情
報

を
含

め
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
他

に
は

、
配

置
等

に
つ

い
て

の
配

慮
、

始
終

業
時

刻
の

変
更

、
資

格
取

得
の

費
用

補
助

等
も

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
メ
ン
タ
ー
制
度
の
有
無
】

メ
ン

タ
ー

制
度

と
は

、
新

た
に

雇
い

入
れ

た
新

規
学

卒
者

等
か

ら
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
そ

の
他

の
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
に

応
じ

、
並

び
に

必
要

な
助

言
そ

の
他

の
援

助
を

行
う

者
を

当
該

新
規

学
卒

者
等

に
割

り
当

て
る

制
度

の
こ

と
で

す
。

【
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
※
１
）
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

セ
ル

フ
・

キ
ャ

リ
ア

ド
ッ

ク
（

※
2）

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
情

報
を

含
め

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
実

施
す

る
者

が
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
、

ま
た

資
格

の
有

無
は

問
い

ま
せ

ん
が

、
企

業
内

の
仕

組
み

と
し

て
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
※

１
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
労

働
者

の
職

業
の

選
択

、
職

業
生

活
設

計
ま

た
は

職
業

能
力

の
開

発
や

向
上

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

助
言

や
指

導
を

行
う

。
※

２
セ

ル
フ

・
キ

ャ
リ

ア
ド

ッ
ク

労
働

者
が

自
ら

の
キ

ャ
リ

ア
や

身
に

付
け

る
べ

き
知

識
・

能
力

等
を

確
認

す
る

こ
と

を
通

じ
て

主
体

的
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
行

う
こ

と
を

支
援

す
る

た
め

、
年

齢
、

就
業

年
数

、
役

職
等

の
節

目
に

お
い

て
定

期
的

に
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

受
け

る
機

会
を

設
定

す
る

仕
組

み
。

【
前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
・
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
】

算
出

方
法

は
左

記
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。

【
役
員
及
び
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
】

求
人

区
分

に
関

わ
ら

ず
、

企
業

全
体

に
雇

用
さ

れ
る

全
て

の
労

働
者

に
関

す
る

情
報

と
し

て
く

だ
さ

い
。

※
「

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
」

と
は

、
原

則
と

し
て

い
わ

ゆ
る

課
長

級
以

上
が

該
当

し
ま

す
。

【
前
事
業
年
度
の
育
児
休
業
取
得
者
数
／
出
産
者
数
】

・
育

児
休

業
取

得
者

数
及

び
出

産
者

数
に

つ
い

て
、

い
ず

れ
も

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
・

男
性

に
つ

い
て

は
、

配
偶

者
の

出
産

者
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

【
区
分
毎
の
情
報
】
（
本
求
人
に
対
す
る
追
加
の
情
報
提
供
）

・
企

業
全

体
の

情
報

の
ほ

か
、

求
人

申
込

み
を

行
っ

て
い

る
採

用
区

分
（

例
：

総
合

職
／

一
般

職
）

、
学

歴
別

（
大

卒
／

高
卒

）
や

事
業

所
別

、
職

種
別

な
ど

の
情

報
に

つ
い

て
も

、
追

加
情

報
と

し
て

極
力

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

追
加

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
貴

社
の

任
意

の
区

分
の

情
報

で
構

い
ま

せ
ん

。

【
記
載
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
】

・
「

企
業

（
⇔

区
分

毎
）

」
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

求
人

事
業

所
を

含
め

た
企

業
全

体
の

情
報

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
グ

ル
ー

プ
会

社
等

別
法

人
の

情
報

は
含

め
ま

せ
ん

。
・

海
外

支
店

等
に

勤
務

し
て

い
る

労
働

者
に

つ
い

て
は

除
外

し
た

情
報

と
し

て
く

だ
さ

い
。

・
原

則
と

し
て

、
求

人
申

込
書

の
記

入
日

時
点

の
最

新
の

状
況

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

（
４

／
４

）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
の
算
出
方
法

前
事

業
年

度
の

労
働

者
毎

の
一

月
あ

た
り

の
所

定
外

労
働

時
間

の
平

均
値

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
除

し
て

算
出

し
ま

す
。

（
管

理
的

地
位

に
あ

る
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

労
働
者
ご
と
の
一
月
あ
た
り
の

所
定
外
労
働
時
間
の
平
均
値
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

※
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
は

以
下

の
計

算
方

法
で

算
出

し
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

前
事
業
年
度
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計

各
月
１
日
に
在
籍
し
て
い
る
労
働
者
の
延
べ
人
数

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
の
算
出
方
法

労
働

者
ご

と
の

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
日

数
を

合
計

し
た

値
を

、
労

働
者

数
で

除
し

て
算

出
し

ま
す

。
（

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
、

有
給

休
暇

が
付

与
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
＝

前
事
業
年
度
の
労
働
者
ご
と
の

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
日
数
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

情
報
の
範
囲

求
人

区
分

に
応

じ
て

、
企

業
全

体
の

正
社

員
又

は
正

社
員

以
外

※
の

情
報

を
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 正

社
員

以
外

の
情

報
は

、
期

間
雇

用
者

や
パ

ー
ト

、
短

時
間

労
働

者
等

、
い

わ
ゆ

る
正

社
員

以
外

の
直

接
雇

用
の

労
働

者
全

て
に

関
す

る
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。

【
社
内
検
定
等
の
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

労
働

者
に

対
し

、
企

業
が

実
施

す
る

職
業

に
必

要
な

知
識

・
技

能
に

関
す

る
検

定
制

度
の

有
無

、
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
自

ら
実

施
す

る
社

内
検

定
の

ほ
か

、
業

界
団

体
が

実
施

す
る

検
定

を
活

用
す

る
場

合
も

含
み

ま
す

。
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高等学校からの推薦を依頼される場合は、ハローワークに対して、

求人申込書と併せて添付資料として「学校・推薦人員一覧表」の提

出をお願いします。

令和２年から、ハローワークシステムの刷新に伴い、高卒用の求人申込書及び求人票の様式が

変更となりました。求人申込書等（端末等の求人仮登録機能を含む）には指定校推薦欄が残って

いますが、求人票にはその内容が表示されません。

推薦人員 推薦人員

２人

２人

１人

（管内） ２校 ４人

（管外） １校 １人

事業所名

電話番号

求人番号

職　　 種

推薦依頼総数

確
認
印

△△高校

学校 ・ 推薦人員　一覧表

学　校 学　校

〇〇高校

◇◇高校

※香川労働局のＨＰ（ ）に

ダウンロード可能な様式を登録しています。

（ ホーム ＞ 各種法令・制度・手続き ＞ パンフレット・リーフレット

＞ 様式：「学校・推薦人員一覧表」（指定校制を利用する場合に提出） ）

※事業所で作成した任意の様式を使用することも可能です。

※各高等学校へ求人票を送付する際は、ハローワークで確認印をうけた「学校・推薦人

員一覧表」を併せて送付してください。

※指定校制を利用しない場合は、本様式の提出は不要です。

※指定校以外にも求人票を広く公開していただきますようご配慮をお願いします。

※ハローワークに指定校についての問い合わせがあった場合には、「学校・推薦人員一覧

表」の内容をお伝えさせていただくことがありますので、ご了承ください。

新規高等学校卒業者を対象とする指定校求人について

 

推薦人員 推薦人員

（管内） 校 人

（管外） 校 人

事業所名

電話番号

求人番号

職　　 種

学校 ・ 推薦人員　一覧表

学　校 学　校

推薦依頼総数

確
認
印
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変更となりました。求人申込書等（端末等の求人仮登録機能を含む）には指定校推薦欄が残って

いますが、求人票にはその内容が表示されません。

推薦人員 推薦人員

２人

２人

１人

（管内） ２校 ４人

（管外） １校 １人

事業所名

電話番号

求人番号

職　　 種

推薦依頼総数

確
認
印

△△高校

学校 ・ 推薦人員　一覧表

学　校 学　校

〇〇高校

◇◇高校

※香川労働局のＨＰ（ ）に

ダウンロード可能な様式を登録しています。

（ ホーム ＞ 各種法令・制度・手続き ＞ パンフレット・リーフレット

＞ 様式：「学校・推薦人員一覧表」（指定校制を利用する場合に提出） ）

※事業所で作成した任意の様式を使用することも可能です。

※各高等学校へ求人票を送付する際は、ハローワークで確認印をうけた「学校・推薦人

員一覧表」を併せて送付してください。

※指定校制を利用しない場合は、本様式の提出は不要です。

※指定校以外にも求人票を広く公開していただきますようご配慮をお願いします。

※ハローワークに指定校についての問い合わせがあった場合には、「学校・推薦人員一覧

表」の内容をお伝えさせていただくことがありますので、ご了承ください。

新規高等学校卒業者を対象とする指定校求人について

 

推薦人員 推薦人員

（管内） 校 人

（管外） 校 人

事業所名

電話番号

求人番号

職　　 種

学校 ・ 推薦人員　一覧表

学　校 学　校

推薦依頼総数

確
認
印

− 20 −



・
求
職
者
に
対
し
て
、
従
事
す
べ
き
業
務
内
容
、
賃
金
、
労
働
時
間
、

そ
の
他
の
労
働
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
が
、
職
業
安
定
法
第

条
の
３

に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
労
働
条
件
な
ど
の
明
示
は
、
労
働

者
が
職
場
に
適
応
し
て
そ
の
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
た
め
に
も
、
就

職
後
の
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
上
か
ら
も
重
要
で
す
。

・
労
働
条
件
は
、
そ
の
ま
ま
採
用
後
の
労
働
条
件
に
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
求
職
者
か
ら
誤
解
を
生
じ
に
く
い
か
た
ち
で
、
正
確

か
つ
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
や
む
を
得
ず
求
人
内
容
を

変
更
す
る
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
申
出
や
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ

か
ら
速
や
か
に
修
正
し
、
常
に
最
新
の
内
容
に
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
窓
口
で
は
、
わ
か
り
や
す
い
記
載
方
法
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
ま
た
、
労
働
条
件
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
に
加
え
て
、
平
均
勤
続
年

数
や
研
修
の
有
無
お
よ
び
内
容
と
い
っ
た
職
場
情
報
を
新
卒
者
等
に
提

供
す
る
こ
と
が
「
若
者
雇
用
促
進
法
」
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
応
募
者
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
、
適
性
・
能
力
に
基
づ
い
た
基
準

に
よ
り
、
公
正
な
採
用
選
考
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

求
人
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

（
事
業
主
の
方
へ
） 求
人
申
込
書
（
大
卒
等
）
の

書
き
方
の
ポ
イ
ン
ト

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

首

− 21 −



あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
１
／
６
）

【
区
分
】

応
募
可
能
な
学
校
種
別
に
○
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
を
不
可
と
す
る
機
関
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
求
人
は
、
原
則
と
し
て
、
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
地
方
自
治
体
・
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
民

間
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
さ
れ
ま
す
（
公
開
範
囲
に
か
か
わ
ら
ず
事
業
所
名
等
を
含
め
た
求
人
情
報
を
提
供
）
。
オ
ン
ラ
イ
ン

提
供
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、
不
可
と
す
る
機
関
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

【
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
受
付
の
可
否
】

求
職
者
が
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
行
う
直
接
応
募
（
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
）
の
受
付
可
否
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
（
詳
細
は
６
頁
参
照
）

ま
た
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
応
募
書
類
の
受
付
方
法
を
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
公
開
希
望
】

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
で
の
求
人
情
報
や
事
業
所
名
の
公
開
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
も
の
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
、
民
間
の
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
企
業
の
サ
イ
ト
な
ど
に
求
人
情
報
の
転
載
を
認
め
て
い
る

た
め
、
公
開
す
る
と
事
業
所
に
対
し
て
各
種
の
問
い
合
わ
せ
が
く
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

求
人
区
分

【
仕
事
の
内
容
】

・
学
生
が
最
も
重
要
視
す
る
項
目
の
一
つ
で
す
。
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
求
職
者
の
方
の
疑
問
や
と
ま
ど
い
を
解
消
し
、
応
募
者
が
増
え
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
応
募
者
の
目
線
に
立
っ
て
詳
細
か
つ
分
か
り
や
す
い
内
容
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
将
来
の
配
置
転
換
な
ど
今
後
の
見
込
み
も
含
め
た
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
変
更
範
囲
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
就
業
形
態
・
雇
用
形
態
】

・
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
雇
用
形
態
の
「
２
．
正
社
員
以
外
」
を
選
ん
だ
場
合
は
、
「
正
社
員
以
外
の
名
称
」
に
準
社
員
、
期
間
社
員
な
ど
の
具
体
的
な
名
称
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

【
雇
用
期
間
】

定
め
あ
り
の
場
合
は
期
間
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

仕
事
内
容

【
契
約
更
新
の
可
能
性
の
有
無
】

・
「
雇
用
期
間
」
欄
で
「
あ
り
」
と
回
答
し
た
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
契
約
更
新
の
可
能
性
「
あ
り
」
の
場
合
に
は
、
「
原
則
更
新
」
か
「
条
件
付
き
で
更
新
あ
り
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
、
更
新
の
際
の
具
体

的
な
更
新
条
件
、
通
算
契
約
期
間
ま
た
は
更
新
回
数
の
上
限
（
設
け
て
い
る
場
合
）
な
ど
に
つ
い
て
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
詳
し
く
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
試
用
期
間
】

試
用
期
間
が
あ
る
場
合
は
そ
の
期
間
を
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
期
間
中
の
条
件
に
つ
い
て
、
変
更
が
あ
る
場

合
は
そ
の
内
容
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
就
業
場
所
】

本
社
で
採
用
事
務
を
一
括
処
理
す
る
等
に
よ
り
、
求
人
申
込
み
時
に
そ
の
就
業
場
所
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
就
業
可
能
性
の
あ
る
工

場
・
支
店
等
を
記
入
し
、

「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
就
業
場
所
決
定
の
方
法
・
時
期
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
動
喫
煙
対
策
】

・
受
動
喫
煙
対
策
の
有
無
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
「
そ
の
他
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
「
受
動
喫
煙
対
策
」
で
「
喫
煙
室
設
置
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
喫
煙
の
み
を
行
う
室
が
あ
る
」
、
「
喫
煙
で
き
る
室
（
飲
食
サ
ー
ビ
ス

提
供
あ
り
）
が
あ
る
」
、
「
加
熱
式
た
ば
こ
の
み
の
喫
煙
が
で
き
る
室
が
あ
る
」
等
を
「
受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

「
マ
イ
カ
ー
通
勤
」

「
可
」
の
場
合
は
駐
車
場
の
有
無
や
有
料
か
無
料
等
の
情
報
を
「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
転
勤
の
可
能
性
】

転
勤
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
「
あ
り
」
を
選
択
す
る
と
と
も
に
、

「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
転
勤
範
囲
を
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日

 1
．

オ
ン

ラ
イ

ン
自

主
応

募
を

受
け

付
け

る

 ２
．

オ
ン

ラ
イ

ン
自

主
応

募
を

受
け

付
け

な
い

　
　

 　

☑

普
通

自
動

車
免

許
（

AT
限

定
可

）

１
．

可
　

　
２

．
不

可

卒
業

後
概

ね
（　

　
３

  
　

）年
以

内

必
要

な
免

許
・資

格
詳
細
：(
全
角
90
文
字
以
内
）

１
．

必
須

２
．

あ
れ

ば
尚

可
３

．
不

問

必
要

な
免

許
・資

格
の

詳
細

：

既
卒

者
・中

退
者

の
応

募
可

否

既
卒

応
募

：
１

．
可

　
　

２
．

不
可

中
退

者
応

募
：

転
勤

の
可

能
性

１
．

あ
り

　
２

．
な

し

履
修

科
目

詳
細
：(
全
角
90
文
字
以
内
）

１
．

必
須

２
．

あ
れ

ば
尚

可
３

．
不

問

履
修

科
目

の
詳

細
：

理
工

学
部

（
電

子
関

係
）

従
業

員
数

：就
業

場
所

（　
　

　
　

　
10

5 
　

人
） 

 う
ち

女
性

（　
　

  
42

　
人

） 
 う

ち
パ

ー
ト

（　
　

　
　

 6
 　

人
）

受
動

喫
煙

対
策

１
．

あ
り

（　
受

動
喫

煙
対

策
の

内
容

：　
屋

内
禁

煙
　

・　
喫

煙
室

設
置

　
）　

２
．

な
し

（喫
煙

可
）　

３
．

そ
の

他

受
動

喫
煙

対
策

に
関

す
る

特
記

事
項

：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
喫

煙
で

き
る

部
屋

が
あ

る

マ
イ

カ
ー

通
勤

（全
角
18
文
字
以
内
）

　
１

．
可

　
２

．
不

可
特

記
事

項
駐

車
場

あ
り

（
有

料
）

月
額

3千
円

試
用

期
間

１
．

あ
り

　
　

２
．

な
し 試

用
期

間
中

の
労

働
条

件
：

同
条

件
　

　
　

　
　

・　
　

　
　

　
異

な
る

　 　
   

　
　

就
業

場
所

   
  (

所
在

地
・名

称
等

)

所
在
地
(全

角
90
文
字
以
内
）

最
寄
り
駅
（全

角
26
文
字
以
内
）

受
動
喫
煙
対
策
に
関
す
る

特
記
事
項
（全

角
60
文
字
以
内
）

　
☑

 事
業

所
所

在
地

に
同

じ
　

□
 在

宅
勤

務
に

該
当

〒
　

　
　

　
　

－

最
寄

り
駅

（　
　

　
　

　
　

　
　
○
○
線
△
△

   
   

  　
　

　
　

駅
）か

ら
［ 

徒
歩

 ・
 車

 ］
で

（ 
   

   
   

   
　

10
　

分
）

雇
用

期
間

１
．

定
め

な
し

　
２

．
定

め
あ

り
（４

ヶ
月

以
上

）　
３

．
定

め
あ

り
（４

ヶ
月

未
満

）　
４

．
日

雇

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
　

～
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
　

又
は

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
ヶ

月

契
約

更
新

の
可

能
性

１
．

あ
り

（　
原

則
更

新
　

　
・　

　
 条

件
付

き
で

更
新

あ
り

　
）　

　
２

．
な

し

オ
ン

ラ
イ

ン
自

主
応

募
に

関
す

る
注

意
文

（別
紙

）を
確

認
し

、
内

容
に

同
意

し
ま

す
。

 ４
．

求
人

情
報

を
公

開
し

な
い

仕
事

内
容

職
種

：(
全
角
40
文
字
以
内
）

　
　

　
　

　
　
営

業
（

自
動

車
用

の
電

子
部

品
）

仕
事

の
内

容
：(
全
角
30
0文

字
以
内
）

自
社

で
製

造
し

て
い

る
電

子
部

品
（

主
に

自
動

車
用

部
品

）
の

法
人

向
け

営
業

・
受

注
計

画
に

基
づ

き
新

製
品

開
発

に
合

わ
せ

た
製

品
の

提
案

・
見

積
り

　
・

受
注

か
ら

納
品

ま
で

の
フ

ォ
ロ

ー
・

代
金

回
収

等

※
顧

客
は

主
に

国
内

の
自

動
車

メ
ー

カ
ー

（
関

東
・

東
海

地
域

）
で

す
。

　
※

既
存

顧
客

へ
の

ル
ー

ト
営

業
が

中
心

で
す

。

※
目

標
は

あ
り

ま
す

が
、

ノ
ル

マ
は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
※

入
社

後
は

、
集

合
研

修
・

現
場

OJ
Tに

よ
り

必
要

な
知

識
・

ス
キ

ル
が

学
べ

ま
す

。
　

※
変

更
範

囲
：

な
し

就
業

形
態

１
．

派
遣

・請
負

で
は

な
い

　
　

２
．

派
遣

３
．

紹
介

予
定

派
遣

　
　

４
．

請
負

雇
用

形
態

　
１

．
正

社
員

　
　

２
．

正
社

員
以

外
　

　
３

．
有

期
雇

用
派

遣
労

働
者

　
　

４
．

無
期

雇
用

派
遣

労
働

者

正
社

員
以

外
の

名
称

（　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

５
．

専
修

学
校

　
　

６
．

能
開

校
　

　
　

　
　

　
※

１
つ

以
上

選
択

□
 地

方
自

治
体

（地
方

版
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
）

求
人

の
対

象
年

度
　

（　
　

　
　

　
　

　
）年

３
月

卒
業

の
求

人

オ
ン

ラ
イ

ン
自

主
応

募
の

受
付

公 開 希 望

 １
．

事
業

所
名

等
を

含
む

求
人

情
報

を
公

開

 ２
．

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

の
求

職
者

に
限

定
し

、
事

業
所

名
等

を
含

む
求

人
情

報
を

公
開

（ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

紹
介

に
限

る
）

 ３
．

事
業

所
名

等
を

含
ま

な
い

求
人

情
報

を
公

開

求求
人人

申申
込込

書書
（（
大大

卒卒
等等

））
受

付
年

月
日

《令
和

》

求
人

区
分

事
業

所
名

：

霞
ヶ

関
電

子
工

業
　

株
式

会
社

事
業

所
番

号
：

１
３

０
７

－
９

４
０

６
２

１
－

１

区 分

１
．

大
学

院
　

　
２

．
大

学
　

　
３

．
短

大
　

　
４

．
高

専
オ

ン
ラ

イ
ン

提
供

を
不

可
と

す
る

機
関

□
 民

間
人

材
ビ

ジ
ネ

ス
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あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
２
／
６
）

賃
金
・
手
当

【
賃
金
形
態
等
】

該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
月
給
･･
･月

額
を
決
め
て
支
給

・
日
給
･･
･日

額
を
決
め
て
、
勤
務
日
数
に
応
じ
て
支
給

・
時
給
･･
･時

間
額
を
決
め
て
勤
務
時
間
数
に
応
じ
て
支
給

・
年
俸
制
･･
･年

額
を
決
め
て
、
各
月
に
配
分
し
て
支
給

・
そ
の
他
･･
･具

体
的
に
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
月
給
制
に
お
い
て
欠
勤
し
た
場
合
に
賃
金
控
除
が
あ
る
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
基
本
給
】

・
「
基
本
給
」
欄
に
は
、
初
任
給
の
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
固
定
残
業
代
や
各
種
手
当
は
含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
）
。

・
基
本
給
は
、
月
給
制
の
場
合
に
は
そ
の
額
を
、
月
給
制
以
外
の
場
合
に
は
１
日
の
所
定
労
働
時
間
、
月
平
均
労
働
日
数
等
か
ら
算
出
し
た
月

額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
固
定
残
業
代
】

固
定
残
業
代
が
あ
る
場
合
は
「
あ
り
」
を
選
択
し
、
額
を
記
入
し
ま
す
。

そ
の
上
で
、
「
固
定
残
業
代
に
関
す
る
特
記
事
項
」
欄
に
「
時
間
外
手
当
は
、
時
間
外
労
働
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
固
定
残
業
代
と
し
て

支
給
し
、
●
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
は
追
加
で
支
給
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
当
】

「
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
」
と
は
、
毎
賃
金
支
払
時
に
全
員
に
決
ま
っ
て
支
給
さ
れ
る
賃
金
を
い
い
ま
す
。

定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
の
他
、
家
族
手
当
、
皆
勤
手
当
等
、
個
人
の
状
態
・
実
績
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
等
が
あ
る
場
合
は
、

「
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
昇
給
】

・
新
規
学
卒
者
で
最
初
の
１
年
間
に
昇
給
（
採
用
さ
れ
た
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
昇
給
を
含
む
）
す
る
制
度
が
あ
る
場
合
は
「
あ

り
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

・
前
年
度
実
績
（
採
用
さ
れ
た
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
１
日
ま
で
の
昇
給
を
含
む
）
が
あ
る
場
合
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
込
み
の
月
あ
た
り
の
額

又
は
月
額
に
対
す
る
割
合
（
％
）
を
記
入
し
、
昇
給
し
な
い
場
合
は
「
な
し
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

【
賞
与
】

・
賞
与
を
支
給
す
る
制
度
の
有
無
を
選
択
し
ま
す
。

・
新
規
学
卒
者
の
賞
与
制
度
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
新
規
学
卒
者
に
対
し
て
初
年
度
（
採
用
さ
れ
た
年
度
の
３
月

日
ま
で
）
に
賞
与
を
支
給

す
る
制
度
が
あ
る
場
合
、
「
あ
り
」
を
選
択
し
、
前
年
度
に
お
い
て
新
規
学
卒
者
で
賞
与
の
支
給
が
あ
っ
た
場
合
は
、
新
規
学
卒
者
の
前
年

度
支
給
実
績
の
支
給
回
数
及
び
年
間
の
支
給
合
計
月
数
又
は
支
給
合
計
額
（
新
規
学
校
卒
業
者
の
平
均
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
一
般
労
働
者
の
賞
与
制
度
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
新
規
学
卒
者
に
限
ら
ず
一
般
労
働
者
に
賞
与
を
支
給
す
る
制
度
が
あ
る
場
合
は
、
「
あ

り
」
を
選
択
し
、
前
年
度
に
お
い
て
賞
与
の
支
給
が
あ
っ
た
場
合
は
、
前
年
度
支
給
実
績
の
支
給
回
数
及
び
年
間
の
支
給
合
計
月
数
又
は
支

給
合
計
額
（
一
般
労
働
者
の
平
均
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　 円

1
円

3

2
円

5

3
円

　 円

　 円

1
円

4

2
円

5

3
円

　 円

1
4

2
5

3 1
4

2
5

3 1
4

2
5

3 1
4

2
5

3

円

日
日

円
％

1
回

賞
与

月
数

：
ヶ

月
分

賞
与

額
：

円
～

円

2
回

賞
与

額
：

円
～

円

１
．

制
度

あ
り

※
（
一

般
労

働
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

２
．

制
度

な
し

回
数

賞
与

月
数

：
　

　
  
4
.0

　
ヶ

月
分

又
は

回
数

2
.0

又
は

一
般

労
働

者
の

賞
与

制
度

の
有

無

2
,5
0
0

又
は

昇
給

率
：

賞
与

新
規

学
卒

者
の

賞
与

制
度

の
有

無

１
．

制
度

あ
り

※
（
新

規
学

卒
者

の
）
前

年
度

実
績

が
あ

る
場

合
は

記
入

２
．

制
度

な
し

2
5

２
．

固
定

（
月

末
）

２
．

固
定

（
月

末
）
  

  
  

当
月

・
翌

月

３
．

そ
の

他
３

．
そ

の
他

昇
給

１
．

制
度

あ
り

　
※

新
規

学
卒

者
の

前
年

度
実

績
《
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
込

み
》
が

あ
る

場
合

は
記

入

２
．

制
度

な
し

金
額

：

賃
金

締
切

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

毎
月

賃
金

支
払

日

１
．

固
定

（
月

末
以

外
）

当
月

 ・
 翌

月

固
定

残
業

代

に
関

す
る

特

記
事

項
：

(全
角
1
2
0
文
字

以
内
)

時
間
外
手
当
は
、
時
間
外
労
働
時
間
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
固
定
残
業
代
と
し
て
支
給
し
、
1
0
時

間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
は
追
加
で
支
給
。

通
勤

手
当

１
．

実
費

支
給

（
上

限
あ

り
）

　
　

月
額

　
・
　

日
額

２
．

実
費

支
給

（
上

限
な

し
）

３
．

一
定

額
5
0
,0

0
0

４
．

な
し

手
当

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

手
当

円
手

当
円

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

手
当

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

２
．

な
し

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

手
当

円
手

当
円

手
当

円
手

当
円

手
当

２
．

な
し

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円円

手
当

円
手

当
円

手
当

円
固

定
残

業
代

（
ｃ
）

１
．

あ
り

　
円

賃
金

・
手

当

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
円

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

手
当

円
手

当

円

手
当

固
定

残
業

代
（
ｃ
）

１
．

あ
り

2
5
,0
0
0

２
．

な
し

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

営
業

手
当

3
0
,0
0
0

手
当

円

手
当

手
当

２
．

な
し

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

1
8
0
,0
0
0

手
当

固
定

残
業

代
（
ｃ
）

１
．

あ
り

2
6
,0
0
0

手
当

3
0
,0
0
0

手
当

円

手
当

手
当

円

賃
金

・
手

当

（
　

１
．

大
学

院
　

２
．

大
学

　
３

．
短

大
　

４
．

高
専

　
５

．
専

修
学

校
　

６
．

能
開

校
　

）
　

の
賃

金
・
手

当
　

　
※

１
．

～
６

．
を

○
で

囲
ん

で
く
だ

さ
い

。

賃
金

形
態

　
１

．
月

給
　

２
．

日
給

　
３

．
時

給
　

４
．

年
俸

制

　
５

．
そ

の
他

基
本

給
（
a
)

1
9
0
,0
0
0

定
額

的
に

支

払
わ

れ
る

手

当
(b

)
（
手
当
名
は
全

角
6
文
字
以

内
）

営
業

− 23 −



あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
３
／
６
）

労
働
時
間

【
就
業
時
間
】

※
法
定
労
働
時
間
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
就
業
規
則
や
各
種
届
出
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
１

交
替
制
（
シ
フ
ト
制
）
に
つ
い
て

交
代
制
に
よ
り
就
業
時
間
が
異
な
る
場
合
に
選
択
し
、
「
就
業
時
間
１
」
～
「
就
業
時
間
３
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
就
業
時
間
帯
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

一
定
期
間
（

週
間
や

ヶ
月
な
ど
）
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
勤
務
割
り
な
ど
に
お
い
て
労
働
時
間
が
確
定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）

に
シ
フ
ト
作
成
・
変
更
の
手
続
き
・
ル
ー
ル
、
労
働
日
、
労
働
時
間
な
ど
の
設
定
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
具
体
的
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
に
つ
い
て

「
就
業
時
間
１
」
に
標
準
と
な
る
一
日
の
就
業
時
間
を
記
入
し
、

「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
タ
イ
ム
・
コ
ア
タ
イ
ム
の
就
業
時
間
帯
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
３

裁
量
労
働
制
に
つ
い
て

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
詳
細
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

例
：
「
裁
量
労
働
制
（
○
○
業
務
型
）
に
よ
り
、
出
退
社
の
時
刻
は
自
由
で
あ
り
、
○
時
間
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
す
」

※
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
場
合
は
、
実
態
・
目
安
で
あ
る
こ
と
を
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
４

変
形
労
働
時
間
制
に
つ
い
て

特
に
指
定
が
な
け
れ
ば
「
就
業
時
間
１
」
に
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
補
足
事
項
」
欄
（
４
頁
）
に
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
：
「
変
形
労
働
制
に
よ
り
始
業
は
●
時
～
●
時
、
終
業
は
●
時
～
●
時
と
し
、
シ
フ
ト
制
で
決
定
す
る
」
（
一
ヶ
月
単
位
の
場
合
）

【
時
間
外
労
働
の
有
無
】

・
時
間
外
労
働
の
有
無
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

・
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
過
半
数
労
働
組
合
等
と
の
労
働
基
準
法
第

条
に
基
づ
く
時
間
外
及
び
休
日
労
働
に
関
す
る
労
使
協

定
（
３
６
協
定
）
の
締
結
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。

・
時
間
外
労
働
【
あ
り
】
の
場
合
は
、
月
平
均
残
業
時
間
数
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

・
事
業
場
外
労
働
の
み
な
し
労
働
時
間
制
の
場
合
で
あ
っ
て
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る
み
な
し
時
間
を
設
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
時
間
数

を
記
入
し
て
下
さ
い
。

【
３
６
協
定
に
お
け
る
特
別
条
項
あ
り
】

特
別
条
項
付
き
の
３
６
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
は
「
あ
り
」
を
選
択
し
、
「
特
別
な
事
情
・
期
間
等
」
欄
に
特
別
な
事
情
や
延
長
時
間

な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

例
：
「
○
○
の
と
き
（
特
別
な
事
情
）
は
、

日
○
時
間
ま
で
、
○
回
を
限
度
と
し
て
１
ヶ
月
○
時
間
ま
で
、
年
に
○
時
間
で
き
る
」

【
休
日
等
】

「
週
休
二
日
制
」
欄
に
は
、
下
記
の
該
当
す
る
数
字
に
○
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
毎
週

完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

２
．
そ
の
他

そ
れ
以
外
の
形
態
で
週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
る
場
合

３
．
な
し

週
休
二
日
制
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合

年
末
年
始
休
暇
や
夏
季
休
暇
な
ど
特
別
休
暇
が
あ
る
場
合
は
、
「
そ
の
他
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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あ
ら
か
じ
め
事
業
所
の
住
所
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
事
業
所
登
録
が
必
要
で
す
。

（
４
／
６
）

選
考
方
法

【
求
人
数
】

求
人
者
が
用
意
し
た
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
き
は
□
住
込
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

【
既
卒
者
等
の
入
社
日
】

応
募
可
の
場
合
、
「
既
卒
者
等
の
入
社
日
」
欄
に
入
社
日
の
詳
細
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
選
考
方
法
】

・
選
考
方
法
に
お
い
て
、
そ
の
他
を
選
択
し
た
場
合
は
、
詳
細
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
応
募
書
類
の
受
付
方
法
に
つ
い
て
、
郵
送
、
電
話
、

、
メ
ー
ル
、
求
職
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
か
ら
の
登
録
の
可
否
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
面
接
や
選
考
試
験
を
複
数
回
実
施
す
る
場
合
は
、
選
考
の
流
れ
を
「
補
足
事
項
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
応
募
書
類
の
返
却
】

応
募
書
類
は
重
要
な
個
人
情
報
で
す
の
で
、
応
募
者
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。
「
求
人
者
の
責
任
で
廃
棄
」
を
選
択
す
る
場
合
に
も
、
焼

却
・
裁
断
・
溶
解
処
理
等
に
よ
り
個
人
情
報
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
形
で
の
廃
棄
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

【
補
足
事
項
】
【
求
人
条
件
に
か
か
る
特
記
事
項
】

各
欄
に
書
き
き
れ
な
か
っ
た
内
容
や
応
募
上
の
注
意
事
項
な
ど
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

受
付
期
間
は
採
用
選
考
活
動
の
開
始
時
期
以
降
の
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
求
人
に
つ
い
て
、

法
令
に
違
反
す
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
、
必
要
な
労
働
条
件
が
明
示
さ

れ
て
い
な
い
も
の
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
！

ごご
注注

意意
下下

ささ
いい

！！

★★
求求

人人
票票

にに
記記

ささ
れれ

たた
労労

働働
条条

件件
はは

、、
そそ

のの
まま

まま
採採

用用
後後

のの
労労

働働
条条

件件
とと

なな
るる

ここ
とと

がが
期期

待待
ささ

れれ
てて

いい
まま

すす
。。

求求
人人

票票
にに

記記
載載

しし
たた

条条
件件

をを
遵遵

守守
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい

。。

★★
やや

むむ
をを

得得
ずず

、、
条条

件件
をを

変変
更更

しし
なな

けけ
れれ

ばば
なな

らら
なな

いい
場場

合合
はは

、、
求求

職職
者者

がが
労労

働働
契契

約約
をを

締締
結結

すす
るる

かか
どど

うう
かか

考考
ええ

るる
時時

間間
がが

確確
保保

ささ
れれ

るる
よよ

うう
、、

求求
職職

者者
にに

対対
しし

、、
可可

能能
なな

限限
りり

速速
やや

かか
にに

変変
更更

内内
容容

をを
明明

示示
しし

なな
けけ

れれ
ばば

なな
りり

まま
せせ

んん
。。

まま
たた

、、
ハハ

ロロ
ーー

ワワ
ーー

クク
にに

もも
ごご

連連
絡絡

くく
だだ

ささ
いい

。。

★★
求求

職職
者者

かか
らら

変変
更更

すす
るる

理理
由由

なな
どど

にに
つつ

いい
てて

質質
問問

ささ
れれ

たた
場場

合合
にに

はは
、、

適適
切切

にに
説説

明明
しし

てて
くく
だだ

ささ
いい

。。

6
月

1
日

～
月

日

１
．

日
時

：
日

時
：

4
月

１
．

期
間

　
　

２
．

開
始

日
の

み
指

定
日

10
時

0
分

場
所

：
東

京
本

社
（

所
在

地
と

同
じ

）

２
．

日
時

：
日

時
：

月
日

時
分

場
所

：

３
．

日
時

：
日

時
：

月
日

時
分

場
所

：

-
-

-
-

選
考

方
法

補
足

事
項

(全
角
3
0
0
文
字
以
内
）

試
用

期
間

：
3ヶ

月
転

勤
の

範
囲

：
○

○
支

社
、

△
△

支
社

受
付

方
法

：
郵

送
、

Eメ
ー

ル
オ

ン
ラ

イ
ン

自
主

応
募

で
応

募
す

る
場

合
に

は
、

求
職

者
マ

イ
ペ

ー
ジ

か
ら

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

し
、

提
出

可

求
人

条
件

に
か

か
る

特
記

事
項

(全
角
3
0
0
文
字
以
内
）

手
当

は
他

に
以

下
の

も
の

が
あ

り
ま

す
。

資
格

手
当

：
当

社
の

定
め

る
資

格
の

保
有

者
に

対
し

、
10

,0
00

円
支

給

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

へ
の

連
絡

事
項

(全
角
6
0
0
文
字
以
内
）

※
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
へ

連
絡

し
た

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
（
求

人
票

に
は

表
示

さ
れ

ま
せ

ん
。

）

F
A

X
番

号
※

事
業

所
登

録
情

報
と

異
な

る
場

合
に

記
入

E
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

留
学

生
採

用
実

績
の

有
無

１
．

あ
り

　
　

２
．

な
し

外
国

人
雇

用
状

況
届

実
績

の
有

無
１

．
あ

り
　

　
２

．
な

し

担
当

者

課
係

名
、

役
職

名
人

事
総

務
課

　
リ

ー
ダ

ー

担
当

者
厚

労
　

安
子

担
当

者
（
カ

タ
カ

ナ
）

コ
ウ

ロ
ウ

　
ヤ

ス
コ

電
話

番
号

※
事

業
所

登
録

情
報

と
異

な
る

場
合

に
記

入

内
線

：

応
募

書
類

等
(応

募
書
類
6
そ
の
他
:

全
角
3
0
文
字
以
内
）

(郵
送
の
送
付
場
所
:

全
角
6
0
文
字
以
内
）

応
募

書
類

１
．

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

紹
介

状
 　

２
．

履
歴

書
  

　
３

．
ジ

ョ
ブ

・
カ

ー
ド

　
  

４
．

卒
業

見
込

証
明

書
  

  
５

．
成

績
証

明
書

６
．

そ
の

他

郵
送 の

送
付

場
所

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 就
業

場
所

と
同

じ
　

□
 選

考
場

所
と

同
じ

　
□

 そ
の

他

応
募

書
類

の
返

却
：
　

１
．

あ
り

　
　

　
・
　

　
　

２
．

求
人

者
の

責
任

で
破

棄

選
考

方
法

☑
 書

類
選

考
　

　
☑

 面
接

　
　

□
 適

性
検

査
　

　
□

 そ
の

他

☑
 筆

記
試

験
（
☑

 一
般

常
識

　
□

 英
語

　
□

 作
文

　
□

 専
門

　
□

 そ
の

他
 ）

選
考

日
☑

 別
途

通
知

　
　

　
□

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

　
又

は
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
以

降
随

時

選
考

場
所

(全
角
9
0
文
字
以
内
）

☑
 事

業
所

所
在

地
と

同
じ

　
□

 事
業

所
情

報
に

登
録

し
た

就
業

場
所

名
称

　
□

 選
考

場
所

を
記

入

〒
　

　
　

　
　

　
　

　
　

－

最
寄

り
駅

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

駅
）
か

ら
［
 徒

歩
 ・

 車
 ］

で
（
  

  
  

  
  

  
 　

　
　

　
分

）

既
卒

者
等

の
入

社
日

１
．

日
に

ち
を

指
定

　
　

２
．

随
時

　
　

３
．

応
募

者
の

相
談

に
応

じ
る

　
　

４
．

応
募

　
不

可
　

　
５

．
そ

の
他

　
年

　
　

　
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

　
　

　
日

説
明

会

説
明

会
開

催
１

．
あ

り
　

２
．

な
し

選
考

方
法

求 人 数

４
人

□
住

込

受
付

期
間

１
．

期
間

　
　

２
．

開
始

日
の

み
指

定
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青
少
年
雇
用
情
報
欄

※
青
少
年
雇
用
情
報
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
項
目
を
記
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
※

・
全

て
の

項
目

を
記

入
す

る
こ

と
が

難
し

い
場

合
で

も
、

情
報

提
供

の
義

務
に

と
ど

ま
ら

な
い

積
極

的
な

情
報

提
供

を
お

願
い

し
ま

す
。

（
情

報
提

供
の

義
務

：
「

企
業

全
体

の
募

集
・

採
用

に
関

す
る

情
報

」
、

「
企

業
全

体
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

」
、

「
企

業
全

体
の

職
場

へ
の

定
着

の
促

進
に

関
す

る
取

組
の

実
施

状
況

」
の

欄
に

お
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

で
１

項
目

以
上

）
・

数
値

を
算

出
し

て
記

入
す

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
小

数
点

第
２

位
を

切
り

捨
て

、
小

数
点

第
１

位
ま

で
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
「

企
業

全
体

の
職

業
能

力
の

開
発

及
び

向
上

に
関

す
る

取
組

の
実

施
状

況
」

に
つ

い
て

は
、

制
度

と
し

て
就

業
規

則
や

労
働

協
約

に
規

定
さ

れ
て

い
な

く
て

も
、

継
続

的
に

実
施

し
て

お
り

、
か

つ
そ

の
こ

と
が

従
業

員
に

周
知

さ
れ

て
い

れ
ば

「
あ

り
」

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
新
卒
者
等
の
採
用
者
数
離
職
者
数
】

・
新

卒
者

の
ほ

か
、

新
卒

者
と

同
じ

採
用

枠
で

採
用

し
た

既
卒

者
な

ど
、

新
卒

者
と

同
等

の
処

遇
を

行
う

も
の

を
含

み
ま

す
。

直
近

で
終

了
し

て
い

る
事

業
年

度
を

含
む

３
年

度
間

に
つ

い
て

の
状

況
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

離
職

者
数

は
、

各
年

度
の

採
用

者
数

の
う

ち
、

３
年

度
間

に
お

け
る

離
職

者
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
平
均
継
続
勤
務
年
数
】

労
働

者
ご

と
の

雇
い

入
れ

ら
れ

て
か

ら
記

入
日

の
時

点
ま

で
に

勤
続

し
た

年
数

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
割

っ
て

算
出

し
ま

す
。

【
従
業
員
の
平
均
年
数
】
（
参
考
値
）

若
者

雇
用

促
進

法
に

基
づ

く
青

少
年

雇
用

情
報

の
項

目
で

は
あ

り
ま

せ
ん

が
、

参
考

値
と

し
て

、
記

入
日

時
点

で
の

平
均

年
齢

も
可

能
な

限
り

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
平

均
勤

続
勤

務
年

数
及

び
平

均
年

齢
は

、
事

業
年

度
末

時
点

、
事

業
年

度
当

初
等

、
求

人
申

込
書

記
入

日
直

近
の

数
値

と
し

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

【
研
修
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

具
体

的
な

対
象

者
、

内
容

を
示

し
て

く
だ

さ
い

。
全

て
の

研
修

の
内

容
を

書
き

切
れ

な
い

場
合

は
、

主
な

研
修

の
内

容
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

【
自
己
啓
発
支
援
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

・
教

育
訓

練
休

暇
制

度
、

教
育

訓
練

短
時

間
勤

務
制

度
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

情
報

を
含

め
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
他

に
は

、
配

置
等

に
つ

い
て

の
配

慮
、

始
終

業
時

刻
の

変
更

、
資

格
取

得
の

費
用

補
助

等
も

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

【
メ
ン
タ
ー
制
度
の
有
無
】

メ
ン

タ
ー

制
度

と
は

、
新

た
に

雇
い

入
れ

た
新

規
学

卒
者

等
か

ら
の

職
業

能
力

の
開

発
及

び
向

上
そ

の
他

の
職

業
生

活
に

関
す

る
相

談
に

応
じ

、
並

び
に

必
要

な
助

言
そ

の
他

の
援

助
を

行
う

者
を

当
該

新
規

学
卒

者
等

に
割

り
当

て
る

制
度

の
こ

と
で

す
。

【
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
※
１
）
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

セ
ル

フ
・

キ
ャ

リ
ア

ド
ッ

ク
（

※
2）

を
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
情

報
を

含
め

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

を
実

施
す

る
者

が
企

業
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
、

ま
た

資
格

の
有

無
は

問
い

ま
せ

ん
が

、
企

業
内

の
仕

組
み

と
し

て
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
※

１
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
労

働
者

の
職

業
の

選
択

、
職

業
生

活
設

計
ま

た
は

職
業

能
力

の
開

発
や

向
上

に
関

す
る

相
談

に
応

じ
、

助
言

や
指

導
を

行
う

。
※

２
セ

ル
フ

・
キ

ャ
リ

ア
ド

ッ
ク

労
働

者
が

自
ら

の
キ

ャ
リ

ア
や

身
に

付
け

る
べ

き
知

識
・

能
力

等
を

確
認

す
る

こ
と

を
通

じ
て

主
体

的
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
行

う
こ

と
を

支
援

す
る

た
め

、
年

齢
、

就
業

年
数

、
役

職
等

の
節

目
に

お
い

て
定

期
的

に
キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
を

受
け

る
機

会
を

設
定

す
る

仕
組

み
。

【
前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
・
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
】

算
出

方
法

は
左

記
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。

【
役
員
及
び
管
理
的
地
位
に
あ
る
者
に
占
め
る
女
性
の
割
合
】

求
人

区
分

に
関

わ
ら

ず
、

企
業

全
体

に
雇

用
さ

れ
る

全
て

の
労

働
者

に
関

す
る

情
報

と
し

て
く

だ
さ

い
。

※
「

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
」

と
は

、
原

則
と

し
て

い
わ

ゆ
る

課
長

級
以

上
が

該
当

し
ま

す
。

【
前
事
業
年
度
の
育
児
休
業
取
得
者
数
／
出
産
者
数
】

・
育

児
休

業
取

得
者

数
及

び
出

産
者

数
に

つ
い

て
、

い
ず

れ
も

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
・

男
性

に
つ

い
て

は
、

配
偶

者
の

出
産

者
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

【
区
分
毎
の
情
報
】
（
本
求
人
に
対
す
る
追
加
の
情
報
提
供
）

・
企

業
全

体
の

情
報

の
ほ

か
、

求
人

申
込

み
を

行
っ

て
い

る
採

用
区

分
（

例
：

総
合

職
／

一
般

職
）

、
学

歴
別

（
大

卒
／

高
卒

）
や

事
業

所
別

、
職

種
別

な
ど

の
情

報
に

つ
い

て
も

、
追

加
情

報
と

し
て

極
力

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
※

追
加

の
情

報
に

つ
い

て
は

、
貴

社
の

任
意

の
区

分
の

情
報

で
構

い
ま

せ
ん

。

【
記
載
す
る
情
報
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
】

・
「

企
業

（
⇔

区
分

毎
）

」
の

情
報

に
つ

い
て

は
、

求
人

事
業

所
を

含
め

た
企

業
全

体
の

情
報

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

・
グ

ル
ー

プ
会

社
等

別
法

人
の

情
報

は
含

め
ま

せ
ん

。
・

海
外

支
店

等
に

勤
務

し
て

い
る

労
働

者
に

つ
い

て
は

除
外

し
た

情
報

と
し

て
く

だ
さ

い
。

・
原

則
と

し
て

、
求

人
申

込
書

の
記

入
日

時
点

の
最

新
の

状
況

に
つ

い
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
の
算
出
方
法

前
事

業
年

度
の

労
働

者
毎

の
一

月
あ

た
り

の
所

定
外

労
働

時
間

の
平

均
値

を
合

計
し

た
値

を
、

労
働

者
数

で
除

し
て

算
出

し
ま

す
。

（
管

理
的

地
位

に
あ

る
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

労
働
者
ご
と
の
一
月
あ
た
り
の

所
定
外
労
働
時
間
の
平
均
値
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

※
月

平
均

所
定

外
労

働
時

間
は

以
下

の
計

算
方

法
で

算
出

し
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

前
事
業
年
度
の
月
平
均
所
定
外
労
働
時
間
＝

前
事
業
年
度
の
所
定
外
労
働
時
間
の
合
計

各
月
１
日
に
在
籍
し
て
い
る
労
働
者
の
延
べ
人
数

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
の
算
出
方
法

労
働

者
ご

と
の

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
日

数
を

合
計

し
た

値
を

、
労

働
者

数
で

除
し

て
算

出
し

ま
す

。
（

管
理

的
地

位
に

あ
る

者
、

有
給

休
暇

が
付

与
さ

れ
て

い
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

算
出

対
象

か
ら

除
い

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。
）

前
事
業
年
度
の
有
給
休
暇
の
平
均
取
得
日
数
＝

前
事
業
年
度
の
労
働
者
ご
と
の

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
日
数
の
合
計

前
事
業
年
度
の
労
働
者
数

情
報
の
範
囲

求
人

区
分

に
応

じ
て

、
企

業
全

体
の

正
社

員
又

は
正

社
員

以
外

※
の

情
報

を
提

供
し

て
く

だ
さ

い
。

※
 正

社
員

以
外

の
情

報
は

、
期

間
雇

用
者

や
パ

ー
ト

、
短

時
間

労
働

者
等

、
い

わ
ゆ

る
正

社
員

以
外

の
直

接
雇

用
の

労
働

者
全

て
に

関
す

る
情

報
と

し
て

く
だ

さ
い

。

（
５

／
６

）

【
社
内
検
定
等
の
制
度
の
有
無
及
び
そ
の
内
容
】

労
働

者
に

対
し

、
企

業
が

実
施

す
る

職
業

に
必

要
な

知
識

・
技

能
に

関
す

る
検

定
制

度
の

有
無

、
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
自

ら
実

施
す

る
社

内
検

定
の

ほ
か

、
業

界
団

体
が

実
施

す
る

検
定

を
活

用
す

る
場

合
も

含
み

ま
す

。
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※
｢オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
の
受
付
｣は
、
求
人
者
が
「
可
」
と
し
た
求
人
に
限
ら
れ
、
求
人
ご
と
に
設
定
が
可
能
で
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
を
受
け
付
け
る
場
合
は
、
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
か
ら
変
更
可
能
で
す
。

※
労
働
者
派
遣
事
業
所
や
請
負
事
業
所
か
ら
の
求
人
で
、
就
業
先
事
業
所
を
明
示
で
き
な
い
求
人
に
つ
い
て
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
、

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
規
大
学
等
卒
業
・
修
了
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
卒
業
・
修
了
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
採
用
選
考

活
動
を
開
始
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
を
受
け
付
け
る
場
合
も
、
こ
の
要

請
を
遵
守
し
て
く
だ
さ
い
。

「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
と
は
、
求
職
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
求
職
者
が
、
求
職
者
マ
イ
ペ
ー

ジ
か
ら
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
直
接
応
募
す
る
方
法
を
い
い
ま
す
。

「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
は
求
職
者
の
自
主
的
な
求
職
活
動
で
あ
り
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
業
紹
介

を
介
し
な
い
応
募
方
法
と
な
り
ま
す
。

求
職
者
か
ら
の
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
は
、
職
業
紹
介
に
当
た
ら
な
い
た
め
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の

職
業
紹
介
を
要
件
と
す
る
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
等
は
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
に
伴
っ
て
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
等
に
つ
い
て
は
当
事
者
同
士
で
対
応
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。求
職
者
か
ら
の
直
接
応
募
を
受
け
付
け
る

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
の
ご
案
内

「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
と
は

「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
に
掲
載
し
た
求
人
に
対
し
て
、

求
職
者
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
介
さ
ず
に
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
直
接
応
募
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
の
注
意
点

２
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
の
受
付
の
設
定
方
法

【
公
開
希
望
欄
】

①
以
下
ど
ち
ら
か
を
選
ん
だ
場
合
の
み
、
オ
ン
ラ

イ
ン
自
主
応
募
の
受
付
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

「
１
．
事
業
所
名
等
を
含
む
求
人
情
報
を
公
開
す
る
」

「
２
．
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
職
者
に
限
定
し
、
事
業
所

名
等
を
含
む
求
人
情
報
を
公
開
す
る
」

【
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
の
受
付
欄
】

②
「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
を
受
け
付
け
る
」
を
選
択

③
「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
に
関
す
る
注
意
文
」

を
確
認
し
、
以
下
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
。

「
注
意
文
を
確
認
し
、
内
容
に
同
意
し
ま
す
。
」

★
「
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
」
の
受
付
は
、
「
求
人
区
分
等
登
録
」
ペ
ー
ジ
の
「
求
人
情
報
・
事
業
所
名
の
公
開
範
囲
」
に
て
設
定
で
き
ま
す
。

※
本
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

頁
に
記
載
の
設
定
方
法
と
同
様
で
す
。

（
６
／
６
）

求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
か
ら
求
職
者
へ
の
｢直
接
リ
ク
エ
ス
ト
｣
の
ご
案
内

〇
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
か
ら
求
職
情
報
検
索
を
行
い
、
自
社
求
人
に
応
募
し
て
ほ
し
い
求
職
者
に
、
マ
イ
ペ
ー
ジ
を

通
じ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
応
募
を
検
討
し
て
欲
し
い
求
人
の
情
報
を
直
接
送
付
で
き
る
機
能

※
で
す
。

〇
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
は
、
求
人
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
応
募
受
付
方
法
に
つ
い
て
｢オ

ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
の

受
付
｣を

可
と
す
る
有
効
中
の
求
人
が
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
求
職
者
が
求
職
者
マ
イ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
る
場
合
に
限
り
ま
す
。
開
設
し
て
い
な
い
求
職
者
へ
の
リ
ク
エ
ス
ト

は
、
求
職
情
報
詳
細
画
面
に
表
示
さ
れ
て
い
る
問
い
合
わ
せ
先
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
」
と
は

10
00

0-
99

99
99

9

【
マ
イ
ペ
ー
ジ
上
の
表
示
画
面
イ
メ
ー
ジ
】

直
接
リ
ク
エ
ス
ト
を
す
る
場
合
、

【
リ
ク
エ
ス
ト
】
ボ
タ
ン
を
押
し

ま
す
。 新
規
大
学
等
卒
業
・
修
了
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
卒
業
・
修
了
年
度
の
６
月
１
日
以
降
に
採
用
選
考
活
動
を
開

始
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
を
行
う
場
合
も
、
こ
の
要
請
を
遵
守
し
て
く
だ
さ
い
。

求
人
者
か
ら
の
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
て
求
職
者
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
を
介
さ
ず
求
人
へ
直
接
応
募
し
た
場
合

（
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
）
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
職
業
紹
介
に
該
当
し
な
い
た
め
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
の
職

業
紹
介
を
要
件
と
す
る
助
成
金

※
の
対
象
外
で
す
。
求
職
者
の
応
募
方
法
は
指
定
で
き
な
い
た
め
、
助
成
金
の
対

象
と
な
ら
な
い
前
提
で
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
、
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
、
地
域
雇
用
開
発
助
成
金

公
開
さ
れ
て
い
る
求
職
者
情
報
は
求
職
者
自
身
が
公
開
内
容
に
責
任
を
持
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
確
認
し
て
い
な
い
内
容
を
含
む
場
合
も
あ
り
ま
す
。

直
接
リ
ク
エ
ス
ト
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
自
主
応
募
に
伴
っ
て
生
じ
る
ト
ラ
ブ
ル
等
は
当
事
者
同
士
で
対
応
す
る

こ
と
が
基
本
で
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
ト
ラ
ブ
ル
等
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

労
働
者
派
遣
事
業
所
や
請
負
事
業
所
か
ら
の
求
人
で
、
就
業
先
事
業
所
を
明
示
で
き
な
い
求
人
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
自
主
応
募
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
直
接
リ
ク
エ
ス
ト
の
機
能
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

直
接
リ
ク
エ
ス
ト
の
注
意
点

｢直
接
リ
ク
エ
ス
ト
｣の

詳
し
い
方
法
は
、
下
記

・
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

ⅣⅣ 求求人人活活動動ののルルーールル

新規中学・高等学校卒業者については、職業や職場に関する知識や経験が乏しいため、ハロー

ワークは、学校と協力し在学中から継続して職業指導を行い、生徒が適性と能力に適合した職業

を選択することができるよう計画的に支援を進めています。そのため、事業所が独自に行われる

求人活動につきましても一定の制約がありますので、これらの趣旨を十分ご留意のうえ、公正な

求人活動を行っていただくようお願いします。

１ 家庭訪問の禁止

求人活動のために生徒の家庭を訪問して、生徒・保護者に直接働きかけることは、一切禁止

されています。

２ 学校訪問の規制

求人者が求人活動のために中学校を訪問することについては、各都道府県によって規制内容

が異なっていますので、事前に学校を管轄するハローワークに問い合わせてください。

（県内中学校）

ハローワークが学校と協議のうえ、職業指導上必要と認められる場合に訪問ができます。

（県内高等学校）

７月１日以降、学校の事前了承の下、求人申込みを前提に訪問ができます。

３ 文書募集の規制

文書募集とは、チラシの配布や掲載等、写真や図も含めた文書や図書により求人募集を行う

ことで、テレビ・ラジオ・電話・インターネット等も含まれます。

特に、新規中学校卒業者に対しては、卒業年の３月末日まで文書募集は一切できません。

また、就職ガイドブック等の就職情報関係出版物に、中学校卒業者を対象とした募集広告を

掲載することはできません。

新規高等学校卒業者に対する文書募集については、７月１日以降に開始できますが、必ずハ

ローワークへ申込みを行っている求人であり、以下の要件を満たしたものに限ります。なお、

６月末日までに、会社案内等を配布する機会がある場合は、文書募集と認められる項目（採用

人数、労働条件、採用方法等）は削除し、会社の概要説明のみを行ってください。

① 管轄ハローワーク名、求人受付番号を記載すること。

② 求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。

③ 応募は学校又はハローワークを通じて行うこと。

公正な求人活動をお願いします。
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ⅣⅣ 求求人人活活動動ののルルーールル

新規中学・高等学校卒業者については、職業や職場に関する知識や経験が乏しいため、ハロー

ワークは、学校と協力し在学中から継続して職業指導を行い、生徒が適性と能力に適合した職業

を選択することができるよう計画的に支援を進めています。そのため、事業所が独自に行われる

求人活動につきましても一定の制約がありますので、これらの趣旨を十分ご留意のうえ、公正な

求人活動を行っていただくようお願いします。

１ 家庭訪問の禁止

求人活動のために生徒の家庭を訪問して、生徒・保護者に直接働きかけることは、一切禁止

されています。

２ 学校訪問の規制

求人者が求人活動のために中学校を訪問することについては、各都道府県によって規制内容

が異なっていますので、事前に学校を管轄するハローワークに問い合わせてください。

（県内中学校）

ハローワークが学校と協議のうえ、職業指導上必要と認められる場合に訪問ができます。

（県内高等学校）

７月１日以降、学校の事前了承の下、求人申込みを前提に訪問ができます。

３ 文書募集の規制

文書募集とは、チラシの配布や掲載等、写真や図も含めた文書や図書により求人募集を行う

ことで、テレビ・ラジオ・電話・インターネット等も含まれます。

特に、新規中学校卒業者に対しては、卒業年の３月末日まで文書募集は一切できません。

また、就職ガイドブック等の就職情報関係出版物に、中学校卒業者を対象とした募集広告を

掲載することはできません。

新規高等学校卒業者に対する文書募集については、７月１日以降に開始できますが、必ずハ

ローワークへ申込みを行っている求人であり、以下の要件を満たしたものに限ります。なお、

６月末日までに、会社案内等を配布する機会がある場合は、文書募集と認められる項目（採用

人数、労働条件、採用方法等）は削除し、会社の概要説明のみを行ってください。

① 管轄ハローワーク名、求人受付番号を記載すること。

② 求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。

③ 応募は学校又はハローワークを通じて行うこと。

公正な求人活動をお願いします。
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４ 縁故募集の規制

事業主 中小企業については、事業主並びに職長及び管理的業務にある者を含む。）と６親等

内の親族及び３親等内の姻族の関係にある生徒を採用する場合に限って、縁故募集ができるこ

とになっていますが、とかく縁故就職者は雇用条件が不明確であり、就職者から問題を提起さ

れることが多いため、ハローワークへ求人を申込んで雇用条件を明らかにしていただくようお

願いします。

５ 直接募集、委託募集の規制

新規学卒者を対象とした直接募集・委託募集は、学校における計画的な職業指導や生徒の就

職活動に混乱を生じさせる可能性がありますので、行うことがないようお願いします。

直接募集：求人者またはその雇用労働者が学校を通さず直接生徒に応募を勧誘すること

委託募集：求人者がその雇用労働者以外の者に募集を行わせること

６ 利益供与の禁止

新規学卒者、その保護者、その他の関係者に対し、金品または利便の供与を行うことにより、

新規学卒者を対象とした求人活動をすることは禁止されています。

７ 不公正な求人活動を行った場合の措置

以上の禁止規則に違反の行為があった場合は、紹介禁止等の措置を受けることがありますの

で、ご注意ください。

８ 応募前職場見学について

新規高等学校卒業者が、応募・推薦前に、職業理解や早期離職の防止に資することを目的と

して、職場の状況等を確認させていただくものです。事業主の皆様には、その趣旨をご理解い

ただき、応募前職場見学が採用選考の場とならないようご留意ください

また、応募前職場見学の参加の有無を採用選考の材料とすることがないようお願いします。

 

１ 応募者に広く門戸を開くこと

・ 公正な採用選考を行うには、まず、「応募者に広く門戸を開くこと」が求められます。

・ ごく限られた人にしか門戸が開かれていないと、「就職の機会均等」を実現することはで

きませんので、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにすることが大切です。

２ 適性・能力に基づいた採用基準とする

・ 公正な採用選考を行うには、「応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力をもっ

ているかどうか」という基準で採用選考を行うことが必要です。

・ 例えば、本籍地や家族の職業など「本人に責任のない事項」や宗教や支持政党などの「本

来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）」は、本人が職務を遂行できるかどう

かには関係のないこと・適性と能力には関係のないことであり、これらを採用基準にしない

ことが必要です。

３ 適性・能力に関係のない事項を把握しないこと

・ 適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準としないつもりでも、応募用紙に記載さ

せたり面接時に尋ねたりすれば、その内容は結果としてどうしても採否決定に影響を与える

こととなり、就職差別につながるおそれがあります。

・ 応募者にとってみれば、採用側が採用基準としないつもりの事項であっても、尋ねられれ

ばそれが採用選考の基準にされていると解釈してしまいます。

また、それらの事項を尋ねられたくない応募者にとってみれば、尋ねられることによって

精神的な圧迫や苦痛を受けたり、その心理的打撃が影響して面接において実力を発揮できな

かったりする場合があり、結果としてその人を排除することになりかねません。

・ 応募者の個人情報を保護する観点から、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報な

どについては、原則として収集が認められません。

公正な採用選考の基本
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４ 縁故募集の規制

事業主 中小企業については、事業主並びに職長及び管理的業務にある者を含む。）と６親等

内の親族及び３親等内の姻族の関係にある生徒を採用する場合に限って、縁故募集ができるこ

とになっていますが、とかく縁故就職者は雇用条件が不明確であり、就職者から問題を提起さ

れることが多いため、ハローワークへ求人を申込んで雇用条件を明らかにしていただくようお

願いします。

５ 直接募集、委託募集の規制

新規学卒者を対象とした直接募集・委託募集は、学校における計画的な職業指導や生徒の就

職活動に混乱を生じさせる可能性がありますので、行うことがないようお願いします。

直接募集：求人者またはその雇用労働者が学校を通さず直接生徒に応募を勧誘すること

委託募集：求人者がその雇用労働者以外の者に募集を行わせること

６ 利益供与の禁止

新規学卒者、その保護者、その他の関係者に対し、金品または利便の供与を行うことにより、

新規学卒者を対象とした求人活動をすることは禁止されています。

７ 不公正な求人活動を行った場合の措置

以上の禁止規則に違反の行為があった場合は、紹介禁止等の措置を受けることがありますの

で、ご注意ください。

８ 応募前職場見学について

新規高等学校卒業者が、応募・推薦前に、職業理解や早期離職の防止に資することを目的と

して、職場の状況等を確認させていただくものです。事業主の皆様には、その趣旨をご理解い

ただき、応募前職場見学が採用選考の場とならないようご留意ください

また、応募前職場見学の参加の有無を採用選考の材料とすることがないようお願いします。

 

１ 応募者に広く門戸を開くこと

・ 公正な採用選考を行うには、まず、「応募者に広く門戸を開くこと」が求められます。

・ ごく限られた人にしか門戸が開かれていないと、「就職の機会均等」を実現することはで

きませんので、求人条件に合致する全ての人が応募できるようにすることが大切です。

２ 適性・能力に基づいた採用基準とする

・ 公正な採用選考を行うには、「応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力をもっ

ているかどうか」という基準で採用選考を行うことが必要です。

・ 例えば、本籍地や家族の職業など「本人に責任のない事項」や宗教や支持政党などの「本

来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）」は、本人が職務を遂行できるかどう

かには関係のないこと・適性と能力には関係のないことであり、これらを採用基準にしない

ことが必要です。

３ 適性・能力に関係のない事項を把握しないこと

・ 適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準としないつもりでも、応募用紙に記載さ

せたり面接時に尋ねたりすれば、その内容は結果としてどうしても採否決定に影響を与える

こととなり、就職差別につながるおそれがあります。

・ 応募者にとってみれば、採用側が採用基準としないつもりの事項であっても、尋ねられれ

ばそれが採用選考の基準にされていると解釈してしまいます。

また、それらの事項を尋ねられたくない応募者にとってみれば、尋ねられることによって

精神的な圧迫や苦痛を受けたり、その心理的打撃が影響して面接において実力を発揮できな

かったりする場合があり、結果としてその人を排除することになりかねません。

・ 応募者の個人情報を保護する観点から、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報な

どについては、原則として収集が認められません。

公正な採用選考の基本
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ⅤⅤ 推推薦薦・・選選考考開開始始のの時時期期とと選選考考

学卒求人に対して応募者が決定すると、求人事業所に紹介（推薦）し、選考を実施していた

だくことになりますが、学卒者紹介の正常化と求人秩序の確立を図るために、選考開始の時期

が次のように定められておりますので、ご留意ください。

○ 推薦・選考開始時期 （推薦開始時期） （選考開始時期）

中 学 校 １月１日以降 左と同じ

高 等 学 校 ９月５日以降 ９月 日以降

大 学 等（大学院・短期大学・高等専門学校） ６月１日以降

※専修学校・職業能力開発大学校については、大学等に準じます。

○ 応募書類（※統一書式以外の社用紙等の提出は、求めないでください。）

中 学 校 全国統一応募書類 ㊥職業相談票（乙）

高 等 学 校 全国統一応募書類 別添様式（Ｐ ～ ）

大 学 等 応募社用紙に準じてください。 別添様式（Ｐ ）

○ 採用選考と採否通知

① 新規学校卒業者の選考方法は、書類選考、現地（出張）選考、呼出選考などがあります

が、どの方法によるかは各求人者の判断で最も適切な方法を選択してください。

② 応募者は、採否通知を心待ちにしています。選考結果の通知が遅れますと、応募者の将

来設計にも影響を及ぼす可能性がありますので、十分にご配慮ください。

また、新規学校卒業者を紹介したハローワーク及び学校においても、選考結果を把握す

る必要がありますので、速やかに採否結果を紹介元に通知してください。その際、ハロー

ワークに対しては、紹介状に添付された「採否結果通知書」に採否の顛末等を記入して返

送してください。不採用の場合には、応募者が納得できるよう、詳細な理由を付してくだ

さい。

○ 応募機会の拡大等について

求人を提出していない学校の学生・生徒に対しても、同様に応募機会を与えてください。

また、採用選考では、本人の適性や能力に基づいて選考を実施してください。

 

香川県における高校生の応募・推薦のあり方

学校・企業・行政の関係者からなる「香川県高等学校就職問題検討会議」を開催し、高校生の

就職問題について協議を行った結果、令和６年度の香川県内高校生に対する就職指導及び支援に

ついて、下記のとおりとすることの合意が得られました。

高等学校側の対応

・ 安易な考えで複数応募し、求人事業所との信頼関係を損なうことがないよう指導します。

・ 月１日以降の応募時に、専願か併用かを求人事業所側へお知らせします。

・ 内定通知をいただいた事業所に対して、早期に就職の意思を伝えます。同時に、他の応募事

業所に対して、お断りの連絡をします。

求人者の皆様への要望

・ 従来からの就職慣行にとらわれることなく、就職応募機会の拡大のため、 月１日以降の

複数応募・推薦にご協力ください。

・ 複数応募を前提とした状況に対応できるよう採用計画等の見直しをお願いします。

・ 採用試験の日程等及び試験結果について、早期に本人及び学校に通知されますようお願いし

ます。

・ 採用選考に当たっては、専願または併用の応募の態様でなく、生徒の適性や能力等を重視し

た採用選考を行っていただくようお願いします。

９月 日までは一人一社のみの応募・推薦とし、

月１日以降、複数応募・推薦を可能としました。

複数応募の趣旨をご理解いただき、求人お申込みの際は、

「 月１日以降複数応募可」としていただくようお願いします。
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ⅤⅤ 推推薦薦・・選選考考開開始始のの時時期期とと選選考考

学卒求人に対して応募者が決定すると、求人事業所に紹介（推薦）し、選考を実施していた

だくことになりますが、学卒者紹介の正常化と求人秩序の確立を図るために、選考開始の時期

が次のように定められておりますので、ご留意ください。

○ 推薦・選考開始時期 （推薦開始時期） （選考開始時期）

中 学 校 １月１日以降 左と同じ

高 等 学 校 ９月５日以降 ９月 日以降

大 学 等（大学院・短期大学・高等専門学校） ６月１日以降

※専修学校・職業能力開発大学校については、大学等に準じます。

○ 応募書類（※統一書式以外の社用紙等の提出は、求めないでください。）

中 学 校 全国統一応募書類 ㊥職業相談票（乙）

高 等 学 校 全国統一応募書類 別添様式（Ｐ ～ ）

大 学 等 応募社用紙に準じてください。 別添様式（Ｐ ）

○ 採用選考と採否通知

① 新規学校卒業者の選考方法は、書類選考、現地（出張）選考、呼出選考などがあります

が、どの方法によるかは各求人者の判断で最も適切な方法を選択してください。

② 応募者は、採否通知を心待ちにしています。選考結果の通知が遅れますと、応募者の将

来設計にも影響を及ぼす可能性がありますので、十分にご配慮ください。

また、新規学校卒業者を紹介したハローワーク及び学校においても、選考結果を把握す

る必要がありますので、速やかに採否結果を紹介元に通知してください。その際、ハロー

ワークに対しては、紹介状に添付された「採否結果通知書」に採否の顛末等を記入して返

送してください。不採用の場合には、応募者が納得できるよう、詳細な理由を付してくだ

さい。

○ 応募機会の拡大等について

求人を提出していない学校の学生・生徒に対しても、同様に応募機会を与えてください。

また、採用選考では、本人の適性や能力に基づいて選考を実施してください。

 

香川県における高校生の応募・推薦のあり方

学校・企業・行政の関係者からなる「香川県高等学校就職問題検討会議」を開催し、高校生の

就職問題について協議を行った結果、令和６年度の香川県内高校生に対する就職指導及び支援に

ついて、下記のとおりとすることの合意が得られました。

高等学校側の対応

・ 安易な考えで複数応募し、求人事業所との信頼関係を損なうことがないよう指導します。

・ 月１日以降の応募時に、専願か併用かを求人事業所側へお知らせします。

・ 内定通知をいただいた事業所に対して、早期に就職の意思を伝えます。同時に、他の応募事

業所に対して、お断りの連絡をします。

求人者の皆様への要望

・ 従来からの就職慣行にとらわれることなく、就職応募機会の拡大のため、 月１日以降の

複数応募・推薦にご協力ください。

・ 複数応募を前提とした状況に対応できるよう採用計画等の見直しをお願いします。

・ 採用試験の日程等及び試験結果について、早期に本人及び学校に通知されますようお願いし

ます。

・ 採用選考に当たっては、専願または併用の応募の態様でなく、生徒の適性や能力等を重視し

た採用選考を行っていただくようお願いします。

９月 日までは一人一社のみの応募・推薦とし、

月１日以降、複数応募・推薦を可能としました。

複数応募の趣旨をご理解いただき、求人お申込みの際は、

「 月１日以降複数応募可」としていただくようお願いします。
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令和 年 月 日

○○公共職業安定所長

○ ○ 高 等 学 校 長

採採用用選選考考ににつついいててののおお願願いい

時下、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、新規高等学校卒業生徒の就職につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、新規学校卒業予定者にとって、「就職」は学校生活から新たに職業生活に入る人生の重大な転機となるもので、本人の

適性と能力のみに基づく公正な採用選考は極めて重要なものです。

今般、御社への応募に当たり関係書類（全国高等学校統一応募書類）を提出いたしますので、公正な採用選考の実施をお願い

いたします。

特に、面接選考等に際しましては、応募者の適性と能力に直接関係のない事項「下記１．就職差別につながるおそれのある項

目」に関する質問を行わないよう重ねて御理解と御協力をお願い申し上げます。本県高等学校及び特別支援学校では、就職差別

につながるおそれのある 項目に関する質問等に対しては、「申申しし訳訳あありりまませせんんがが、、今今のの御御質質問問ににはは学学校校のの指指導導ででおお答答ええでできき

まませせんん。。」と御返事申し上げるよう指導しておりますので御理解ください。

また、「下記２．健康診断について」も、採用選考時に一律に実施するものではなく、労働安全規則の趣旨を御理解いただき

適正な取扱いをお願いします。

さらに、内定から入社までの間は、「下記３．内定から入社までについて」の内容に御理解いただくとともに、入社後につい

ては、「下記４．入社後の提出書類」に御留意の上で人権に配慮した職場作りをお願い申し上げます。

記

１１．．就就職職差差別別ににつつななががるるおおそそれれののああるる項項目目  

（１）本籍（戸籍謄本・抄本、住民票等の要求）

（２）家族の職業・続柄（家族構成）、身元調査

（３）家族の地位・学歴・収入

（４）家族の資産

（５）住居状況（部屋数・間取り、道順）

（６）宗教

（７）支持政党

（８）生活信条

（９）尊敬する人物

（ ）思想

（ ）生まれ育った場所

（ ）生活環境に関する作文

（生い立ち、私の家族、父母を語るなど）

２２．．健健康康診診断断ににつついいてて  

労働安全衛生規則第 条に「雇入時の健康診断」が規定されていることを理由に、いわゆる「血液検査」等の健康診断を

一律に実施している事例が見受けられます。

この「雇入時の健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に役立てるために

実施するものであって、採用選考時に実施することを義務づけたものでなく、また、応募者の採否を決定するために実施する

ものではありません。

健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施することは、応募者の適性と能力を判断するう

えで必要のない事項を把握する可能性があり、結果として就職差別につながるおそれがあります。

３３．．内内定定かからら入入社社ままででににつついいてて  

（１）入社承諾書以外の書類（身元保証書、通勤届等）の提出はできません。

（２）内定生徒への連絡等は、卒業式までは学校を通して行ってください。

（３）実習・研修は学校教育に支障をきたし、また災害発生等の危険も懸念されるので、卒業式以降としてください。

４４．．入入社社後後のの提提出出書書類類  

（１）戸籍に関する書類

戸籍謄本・抄本、住民票の写しは、入社後であっても画一的に提出させず、本人に特別給付を支給する場合、慶弔にか

かわる場合等必要な時に、その使用目的を十分に説明をして提出を求め、確認後は速やかに本人に返却してください。

（２）現住所、年齢、扶養家族の確認

入社後における各種手当の申請にかかる確認項目等については、「住民票記載事項証明書」により、必要事項等の確認を

行うようにしてください。

（３）労働者名簿

労働基準法第 条で労働者名簿の備え付けが義務づけられていますが、労働基準法施行規則の改定により「本籍地」

そのものが削除されました。したがいまして、都道府県名も記載することはできません。

（４）労働安全衛生法関係

労働安全衛生法にかかる多くの申請書がありますが、すべての様式の記載事項中の本籍については、都道府県名（たと

えば「香川県」）だけ書いてください。

事 業 主 各 位 
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高高松松新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク（（ししごごととププララザザ高高松松内内））ののごご案案内内

新規学校卒業者や学校卒業後概ね３年以内（既卒者）の方等に対する就職支援を行っています。

事業所から提出のあった大卒等求人情報を学生等に対して公開するとともに、求人者に対して

は求職者情報を公開しています。

○ 求人情報一覧表を作成し、学生等に提供しています。

新規大学等卒業者及び既卒者を対象とする求人を取りまとめ、月１回配布しています。

新規大学等卒業者（既卒者を含む）を募集する場合は、管轄のハローワークへ求人をお申込

みください。

○ 受理した学卒求人票は、全国のハローワーク及び新卒応援ハローワークにおいて公開するほ

か、ハローワークインターネットサービスで求人情報提供を行っています。

○ 学生等の求職者情報をハローワークインターネットサービスで公開しています。

高松新卒応援ハローワークに登録した学生等のうち情報公開を希望した者にかかる就職希

望条件（業種・職種・就職希望地・賃金等）及び本人の学歴・学部学科・免許資格の状況を公

開しており、直接またはハローワーク経由でリクエストすることが可能です。ただし、新規学

校卒業予定者へのリクエストは６月以降になります。

○ 求人申込み後の充足状況については、管轄のハローワークへ連絡をお願いします。

学生等は提供された求人情報をもとに応募しますが、ハローワークでは紹介者以外の採用状

況を把握できませんので、常に最新の求人情報を提供できるよう、求人の充足状況については、

選考後速やかに管轄のハローワークへご連絡ください。

高高松松新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク
ししごごととププララザザ高高松松 内内

〒

高松市丸亀町

（ ）

〔開庁時間〕

～

月曜～金曜、第２・４土曜日

（祝日、年末年始を除く）

〔交通アクセス〕

高松駅から徒歩 分

ことでん片原町駅から徒歩６分

契約駐車場（①丸亀町壱番街駐車場、

②丸亀町くるりん駐車場、③町営丸い亀

さん。）をご利用いただくと、最長２時間

まで駐車料金が無料です。
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高高松松新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク（（ししごごととププララザザ高高松松内内））ののごご案案内内

新規学校卒業者や学校卒業後概ね３年以内（既卒者）の方等に対する就職支援を行っています。

事業所から提出のあった大卒等求人情報を学生等に対して公開するとともに、求人者に対して

は求職者情報を公開しています。

○ 求人情報一覧表を作成し、学生等に提供しています。

新規大学等卒業者及び既卒者を対象とする求人を取りまとめ、月１回配布しています。

新規大学等卒業者（既卒者を含む）を募集する場合は、管轄のハローワークへ求人をお申込

みください。

○ 受理した学卒求人票は、全国のハローワーク及び新卒応援ハローワークにおいて公開するほ

か、ハローワークインターネットサービスで求人情報提供を行っています。

○ 学生等の求職者情報をハローワークインターネットサービスで公開しています。

高松新卒応援ハローワークに登録した学生等のうち情報公開を希望した者にかかる就職希

望条件（業種・職種・就職希望地・賃金等）及び本人の学歴・学部学科・免許資格の状況を公

開しており、直接またはハローワーク経由でリクエストすることが可能です。ただし、新規学

校卒業予定者へのリクエストは６月以降になります。

○ 求人申込み後の充足状況については、管轄のハローワークへ連絡をお願いします。

学生等は提供された求人情報をもとに応募しますが、ハローワークでは紹介者以外の採用状

況を把握できませんので、常に最新の求人情報を提供できるよう、求人の充足状況については、

選考後速やかに管轄のハローワークへご連絡ください。

高高松松新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク
ししごごととププララザザ高高松松 内内

〒

高松市丸亀町

（ ）

〔開庁時間〕

～

月曜～金曜、第２・４土曜日

（祝日、年末年始を除く）

〔交通アクセス〕

高松駅から徒歩 分

ことでん片原町駅から徒歩６分

契約駐車場（①丸亀町壱番街駐車場、

②丸亀町くるりん駐車場、③町営丸い亀

さん。）をご利用いただくと、最長２時間

まで駐車料金が無料です。

若者の募集・採用等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します

若者雇用促進法に基づく指針とは
青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、
若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 職業安定法の改正（令和４年 月１日施行）に伴い、青少年の募集を行う
際のルールが変わります。

 青少年が適切に職業選択を行い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関す
る事項を遵守すること。

 広告等により提供する青少年の募集に関する情報等は、青少年に誤解を生じさせるような表示としない
こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。

 固定残業代を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法などを明示すること。

 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

 労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相
当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに十分に留意し、採用内定取
消しを防止するため、最大限の経営努力などを行うこと。やむを得ない事情により採用内
定取消しなどを行う場合には、就職先の確保について最大限の努力を行うこと。
※ 職業安定法施行規則第 条第 項では、採用内定取消しなどを行おうとする事業主は、所定の様式に
より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

 採用内定または採用内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう
強要することなどの職業選択の自由を妨げる行為などは、青少年に対する公平・公正な就
職機会の提供の観点から行わないこと。

 労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げ
るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

新規

１ 募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です

２ 内定取消しは無効になることもあります

※ 「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」

− 38 −



 既卒者が卒業後少なくとも 年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限
り上限年齢を設けないように努めること。

 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう
努めること。

需

 ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望まし
いこと。

厚生労働省・都道府県労働局

青少年雇用情報とは
若者雇用促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、
ⅰ 幅広い情報提供を努力義務
ⅱ 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア～ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務
としています。
ア 募集・採用に関する状況
イ 職業能力の開発・向上に関する状況
ウ 企業における雇用管理に関する状況

 事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対す
る言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。

特に就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採用活
動のみならず、 ・ 訪問等の場でも問題化しています。
企業としての責任を自覚し、 ・ 訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ

スメント等は行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、 ・ 訪問等を含めて学生と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう。

青少年雇用情報の詳細

通年採用・秋季採用の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

３ 就活生などに対するハラスメントにも注意してください

ハラスメントの詳細

４ 「青少年雇用情報」の情報提供が必要です

５ 卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください
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22002244（（令令和和６６））年年度度卒卒業業・・修修了了予予定定者者等等のの就就職職・・採採用用活活動動にに関関すするる要要請請事事項項  

 

 

 就職・採用活動の円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる環境を確保するため、2024( 

令和６)年度（2025（令和７）年３月）に卒業・修了予定の学生 1を対象とした就職・採用

活動について、政府として就職・採用活動を行う主体 2に対し、以下の各項目の枠内の事項

について、広く要請します。 

 

１．就職・採用活動の日程 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が不可欠であり、学生が学業等に

専念し、安心して就職活動に取り組める環境をつくることが重要です。 

しかしながら、通常の学事日程に配慮して定められた広報活動の開始日（卒業・修了年

度に入る直前の３月１日）及び採用選考活動の開始日（卒業・修了年度の６月１日）より

も前に、それらの活動が行われることで、広報活動及び採用選考活動が一部で早期化し、

学生の就職活動期間は長期化する傾向を示しています 3。 

こうした事態は、学生に混乱をもたらすとともに、学生が学修時間等を確保しながら

安心して就職活動に取り組める環境を損なっています。 

 

① 就職・採用活動の日程 

 広報活動開始： 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

 採用選考活動開始： 卒業・修了年度の６月１日以降 

 正式な内定日： 卒業・修了年度の 10月１日以降 

② 広報活動の開始期日より前に行う活動は、不特定多数に向けた一般的なもの 4に

とどめ、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した広報・採用選考活動は行わな

いこと 5。 

③ 広報活動の実施に当たっては、その後の採用選考活動に影響を与えるものではな

いことを十分に周知 6すること。 

 

なお、多様な人材の活躍を促進する観点から、通年採用や経験者採用の導入・拡大など、

採用方法の多様化を一層推進していくことを期待します 7。 

                                                   
1 日本国内の大学、大学院修士課程、短期大学、高等専門学校の卒業・修了予定者が対象であり、大学院博士

課程（後期）に在籍している院生はこの限りではありません。 
2 採用を予定する企業のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間企業・団体も含みます。 
3 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（2022（令和４）年 11 月） 
4 例えば、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報による

ＰＲなどです。 
5 広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えありません。 
6 例えば、広報活動を行う際の告知・募集の段階と実施時の段階の双方において、当該活動が広報活動として

行われる旨を、ホームページや印刷物への明記、会場での掲示、口頭による説明などの方法によって、学生

に周知徹底するなどです。 
7 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」でも採用方法の多様化が推奨されています。 

（別紙１） 
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【用語の定義】 

○ 広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生

に対して広く発信していく活動をいう。その開始期日の起点は、自社の採用サイト

あるいは求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で学生の登録を

受け付けるプレエントリーの開始時点とする。 

○ 採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動

をいう。具体的には、選考の意思をもって学生の順位付け又は選抜を行うもの、あ

るいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、

こうした活動のうち、時間と場所（オンラインを含む。）を特定して学生を拘束して

行う面接や試験などの活動をいう 8。 

 

２．学事日程等への配慮 

学生の就職活動期間が長期化すると、学修時間等の確保に影響を与えます。採用選考

活動は、広報活動とは異なり、日程や場所等の決定に関して学生に裁量が与えられてい

るものではないため、学生の負担軽減・学修時間の確保・学事日程等に十分に配慮する必

要があります。 

①  面接や試験の実施に際して、土日・祝日、平日の夕方以降の時間帯、長期休暇期

間等を活用するとともに、学生の健康状態に配慮すること 9。 

② 学生の授業、ゼミ、実験、試験、教育実習などの時間と重ならないよう、採用選

考活動の日時を設定すること。 

③ 採用選考活動の対象となる学生に対して、事前に余裕をもって連絡を行うこと。 

④ 学生のクールビズ 10等への配慮を行うとともに、その旨を積極的に学生に対して

周知すること。 

⑤ 上記①～④のほか、学生から個別事情の申し出がある場合、それらに十分配慮し

ながら採用選考活動を実施すること。 

 

３．インターンシップの取扱い 

インターンシップについては、産学協議会 11における 2021年度報告書「産学協働によ

る自律的なキャリア形成の推進」12における整理を踏まえ、政府においても「インターン

                                                   
8 エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングは、日

程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、上記の採用選考活動とは区別します。 
9 翌日の学業やレポートの作成等に影響がないように配慮するとともに、働き方改革の観点から、採用担当

者の労務管理についても御留意願います。 
10 政府としては、平成 17年からクールビズ（冷房温度の適正化とその温度に適した軽装や取組など）を推

進しており、各企業においては、業界の実態等に照らして、御協力をお願いいたします。 
11 日本経済団体連合会と大学関係団体等の代表者により構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協

議会」 
12 採用と大学教育の未来に関する産学協議会 2021年度報告書(2022年４月 18日公表) 
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シップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え

方」13を改正し、2024年度以降の卒業・修了予定者については、就職・採用活動開始日 14

以降に限って、一定の要件を満たした質の高いインターンシップで取得した学生情報を

活用できることとなりました。 

一方で、インターンシップを始めとするキャリア形成支援に係る取組（以下、「インタ

ーンシップ等」という。）を契機として、本要請でお願いしている日程より前に実質的な

採用選考活動が行われる事例、通常の学事日程を考慮しないインターンシップ等が実施

されることにより、学生が学修時間等を確保しながら就職活動に取り組める環境が損な

われる事態も生じています。 

  こうしたことから、産学の共通理解に基づくインターンシップ等を実施することが重

要です。 

 

〇 産学協議会 2021年度報告書「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」に

おけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャ

リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なイ

ンターンシップ等を行うこと。主な内容は下記のとおり。 

・ キャリア形成支援における産学協働の取組 15のうち、タイプ１（オープン・カ

ンパニー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しない

ため、インターンシップと称して行ったり情報発信したりしないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部

しか参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者で

あっても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一

定の要件 16を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップに
                                                   
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、平成９年９月 18 日策定。令和４年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日 
15 以下の 4 つのタイプに分類。 

①タイプ１（オープン・カンパニー）：企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベン

ト・説明会、セミナー・職場見学会等 
②タイプ２（キャリア教育）：大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）、

企業がＣＳＲとして実施するプログラム等。 
③タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：一定の期間（汎用的能力活用型では５日間以

上、専門活用型では２週間以上）、就業体験を伴うもので、学生にとってはその仕事に就く能力が自ら

に備わっているか見極め、企業にとっては学生の評価材料を取得するもの。 
④タイプ４（高度専門型インターンシップ）：就業体験を通じて、学生にとっては実践力を向上させ、企

業にとっては学生の評価材料を取得するもので、ジョブ型研究インターンシップ（試行中）、高度な専

門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(検討中) が該当。 
16 以下の５つの要件。 

①インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合

はテレワークも含む。）に充てること 

②職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④学業との両立の観点から、学部３年・４年ないし修士１年・2年の長期休暇期間に実施すること（但

し、大学正課および大学院博士課程（後期）はこの限りでありません。） 

⑤プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力・採用選考活動等開始日以降に学生情報を活

用する旨・採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
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おけるインターンシップ等の類型や「インターンシップを始めとする学生のキャ

リア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を踏まえ、適切なイ

ンターンシップ等を行うこと。主な内容は下記のとおり。 

・ キャリア形成支援における産学協働の取組 15のうち、タイプ１（オープン・カ

ンパニー）、タイプ２（キャリア教育）は、「インターンシップ」には該当しない

ため、インターンシップと称して行ったり情報発信したりしないこと。 

・ インターンシップに参加できる学生数は限られており、就職活動予定者の一部

しか参加できないことが想定されるため、インターンシップ参加経験のない者で

あっても、採用選考へのエントリーは可能であることを十分に周知すること。 

・ インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一

定の要件 16を満たしたタイプ３のものに限られ、そのようなインターンシップに
                                                   
13 文部科学省・厚生労働省・経済産業省の連名、平成９年９月 18 日策定。令和４年６月 13 日最終改正。 
14 広報活動は卒業・修了年度に入る直前の３月１日、採用選考活動は卒業・修了年度の６月１日 
15 以下の 4 つのタイプに分類。 

①タイプ１（オープン・カンパニー）：企業・就職情報会社や大学キャリアセンターが主催するイベン

ト・説明会、セミナー・職場見学会等 
②タイプ２（キャリア教育）：大学等が主導する授業・産学協働プログラム（正課・正課外を問わない）、

企業がＣＳＲとして実施するプログラム等。 
③タイプ３（汎用的能力・専門活用型インターンシップ）：一定の期間（汎用的能力活用型では５日間以

上、専門活用型では２週間以上）、就業体験を伴うもので、学生にとってはその仕事に就く能力が自ら

に備わっているか見極め、企業にとっては学生の評価材料を取得するもの。 
④タイプ４（高度専門型インターンシップ）：就業体験を通じて、学生にとっては実践力を向上させ、企

業にとっては学生の評価材料を取得するもので、ジョブ型研究インターンシップ（試行中）、高度な専

門性を重視した修士課程学生向けインターンシップ(検討中) が該当。 
16 以下の５つの要件。 

①インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験（テレワークが常態化している場合

はテレワークも含む。）に充てること 

②職場の社員が学生を指導し、終了後にフィードバックを行うこと 

③汎用的能力活用型では５日間以上、専門能力活用型では２週間以上をかけて実施すること 

④学業との両立の観点から、学部３年・４年ないし修士１年・2年の長期休暇期間に実施すること（但

し、大学正課および大学院博士課程（後期）はこの限りでありません。） 

⑤プログラムの趣旨・内容・就業体験を行う際に必要な能力・採用選考活動等開始日以降に学生情報を活

用する旨・採用選考活動等の実績概要など、産学協議会が設けた項目をＨＰ等で公表すること 
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は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意

すること。（別紙１－２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等について

は、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日以後に、2024（令和６）年度卒業・修了予

定者を含むインターンシップ等を実施する場合には、広報活動又は採用選考活動

の趣旨を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を

含むことを明示すること。 

・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し 17、学事日程に

十分に配慮すること。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいま

す。そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要で

す。 

① 若者雇用促進法に基づく指針 18も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既

卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

② 上記①の既卒者について、通年採用など様々な募集機会を積極的に提供するとと

もに、その場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 19や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職

活動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機

会を提供することが重要です。 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様

な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極

的に周知すること。 

②  外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であ

ること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日

本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行

うこと。 

  また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用

後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベスト

プラクティス 20等を参考に、積極的に周知すること。 

                                                   
17 翌日の学業やレポート作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理についても御

留意願います。 
18 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その

他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27年厚生労働省告示第 406 号） 
19 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。 
20 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省

5 
 

③ 2025（令和７）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採

用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するこ

と。また、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

 

６．オンラインの活用 

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要です。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

に情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的

に検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて事前に明示

し、学生が準備する時間を確保すること。 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対

応すること。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手

段による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

７．成績証明等の一層の活用 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です 21 。 

 

○ 採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用する

こと（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や

学業への取組状況を適切に評価すること。 

 

８．公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適

性・能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行っていただくことが必要です。ま

た、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが

提供され、利用される事案などが発生しました。 

 

○ 関係法令等 22を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

                                                   
の３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和

２年２月）。 
21 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「学修成果の評価や保有しているス

キル・職能に基づいた採用基準による採用枠の拡大を検討する」旨が記載されています。 
22 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法

律第 132 号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第

113号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98号）、「障害者の雇用の促進等に関す
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は、募集要項等に「産学協議会基準準拠マーク」の記載が可能になることに留意

すること。（別紙１－２参照） 

・ 広報活動又は採用選考活動の開始日より前に行うインターンシップ等について

は、広報活動や採用選考活動と異なるものであることを明確にすること。 
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の趣旨を含むことも差し支えないが、その場合は、あらかじめ当該活動の趣旨を

含むことを明示すること。 

・ インターンシップを実施する場合は、学生の長期休暇を活用し 17、学事日程に

十分に配慮すること。 

 

４．卒業・修了後３年以内の既卒者の取扱い 

近年は、留学や課外活動など様々な活動に意欲的に取り組む様々な学生も数多くいま

す。そうした意欲や能力ある有為な若者に、応募の機会を幅広く提供することが重要で

す。 

① 若者雇用促進法に基づく指針 18も踏まえ、卒業・修了後少なくとも３年以内の既

卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすること。 

② 上記①の既卒者について、通年採用など様々な募集機会を積極的に提供するとと

もに、その場合には、その旨の情報発信を行うこと。 

 

５．日本人海外留学者 19や外国人留学生などに対する多様な採用選考機会の提供 

国際的な人材獲得競争が展開される中で、日本人海外留学者や外国人留学生が、就職

活動で不利になるとの認識が生じることがないよう、多様で公平・公正な採用選考の機

会を提供することが重要です。 

 

① 日本人海外留学者や外国人留学生に対して、一括採用のほか、通年採用など多様

な採用選考機会を設けるなどの取組を、各企業の必要に応じて行うとともに、積極

的に周知すること。 

②  外国人留学生に対して、業種や職種等によって求められる日本語能力が多様であ

ること等も踏まえ、選考時点での一律の日本語能力ではなく、業務で求められる日

本語能力や専門性に応じた採用選考を行うなどの取組を、各企業の必要に応じて行

うこと。 

  また、そうした取組については、外国人留学生の多様性に応じた採用選考や採用

後の柔軟な人材育成・処遇等について政府として策定したチェックリストやベスト

プラクティス 20等を参考に、積極的に周知すること。 

                                                   
17 翌日の学業やレポート作成等に影響がないように配慮するとともに、採用担当者の労務管理についても御

留意願います。 
18 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その

他の関係者が適切に対処するための指針」（平成 27年厚生労働省告示第 406 号） 
19 留学期間が１．の就職・採用活動の日程と重複する者などを指します。 
20 外国人留学生の就職や採用後の活躍に向けたプロジェクトチーム（文部科学省、厚生労働省、経済産業省
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③ 2025（令和７）年３月とは卒業・修了の時期が異なるなど何らかの理由により一

括採用の採用選考時期に就職活動を行わなかった学生に対して、通年採用や秋季採

用の導入を始めとした様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するこ

と。また、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

 

６．オンラインの活用 

学生がオンラインであっても対面と同様に不公平・不公正な扱いを受けることなく、

安心して就職活動に取り組める環境を整えることが重要です。また、大学等の所在地に

より、学生の就職活動に不利が生じないよう、配慮する必要があります。 

 

① オンラインによる企業説明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

に情報発信すること。特に、遠隔地の学生に対して、オンラインでの実施を積極的

に検討し、そうした機会を提供している場合には、積極的に周知すること。 

② 通信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するかについて事前に明示

し、学生が準備する時間を確保すること。 

③ 通信環境により、音声・映像が途切れる場合には、学生が不安にならないよう対

応すること。 

④ オンライン環境にアクセスすることが困難な学生に対しては、対面や他の通信手

段による企業説明会や面接・試験等も併せて実施すること。 

 

７．成績証明等の一層の活用 

採用選考活動では、学生の学業に対する取組状況が適切に評価されることが重要です 21 。 

 

○ 採用選考活動に当たっては、大学等における成績証明等を取得して一層活用する

こと（例えば、面接時にそれらに基づいた質問を行うなど）等により、学修成果や

学業への取組状況を適切に評価すること。 

 

８．公平・公正で透明な採用、個人情報の不適切な取扱いの防止の徹底 

学生が安心して就職活動に取り組むためには、応募者に広く門戸を開き、応募者の適

性・能力に基づいた公平・公正で透明な採用選考を行っていただくことが必要です。ま

た、学生の個人情報の不適切な取扱いにより、就職活動に不利に働くようなサービスが

提供され、利用される事案などが発生しました。 

 

○ 関係法令等 22を踏まえ、公平・公正で透明な採用選考活動を行うとともに、学生

                                                   
の３省共同事務局）において「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」を策定（令和

２年２月）。 
21 日本経済団体連合会「2023 年版経営労働政策特別委員会報告」では、「学修成果の評価や保有しているス

キル・職能に基づいた採用基準による採用枠の拡大を検討する」旨が記載されています。 
22 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法

律第 132 号）、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和 47 年法律第

113号）、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（昭和 45 年法律第 98号）、「障害者の雇用の促進等に関す
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の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。 

 

９．セクシュアルハラスメントの防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメン

トが確認されています 23。 

 

〇 採用選考活動や OB・OG訪問対応時等において、性的な冗談やからかい、身体に接

触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知を

するほか、学生からの相談に対して適切な対応を行う 24など、セクシュアルハラス

メントの防止のための対応を徹底すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されています。 

 

〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする

ことや、内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内（々）定辞退後

に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用

選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 

 

11．学生からの苦情・相談への対応  

  上記のようなハラスメント行為への対応も含め、学生が安心して就職活動に取り組め

るような環境づくりのため、大学・企業・政府等の関係者が学生からの苦情・相談に対

応することが重要であり、企業の皆様におかれては、下記の対応をお願いします。 

 

〇 若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク等）等と

連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、適切に処理す

るための体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

 

以 上 

                                                   
る法律」（昭和 35年法律第 123号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針」（平成 11年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15

年法律第 57 号） 
23 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和４年 11月） 
24 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成 18年厚生労働省告示第 615 号）」等 
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6 
 

の個人情報の取扱い等を適切に行うこと。 

 

９．セクシュアルハラスメントの防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生に対するセクシュアルハラスメン

トが確認されています 23。 

 

〇 採用選考活動や OB・OG訪問対応時等において、性的な冗談やからかい、身体に接

触するなどセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨を社員に対して周知を

するほか、学生からの相談に対して適切な対応を行う 24など、セクシュアルハラス

メントの防止のための対応を徹底すること。 

 

10．採用選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為の防止の徹底  

  就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為（い

わゆる「オワハラ」）が確認されています。 

 

〇 正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする

ことや、内（々）定期間中に行われた業務性が強い研修について、内（々）定辞退後

に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりすることなど、採用

選考における学生の職業選択の自由を妨げる行為を行わないよう徹底すること。 

 

11．学生からの苦情・相談への対応  

  上記のようなハラスメント行為への対応も含め、学生が安心して就職活動に取り組め

るような環境づくりのため、大学・企業・政府等の関係者が学生からの苦情・相談に対

応することが重要であり、企業の皆様におかれては、下記の対応をお願いします。 

 

〇 若者雇用促進法に基づく指針等も踏まえ、職業安定機関（ハローワーク等）等と

連携を図りつつ、相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を迅速、適切に処理す

るための体制の整備及び改善向上に努めること。 

 

 

 

以 上 

                                                   
る法律」（昭和 35年法律第 123号）、「職業安定法」（昭和 22 年法律第 141 号）、「職業紹介事業者、求人

者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給

を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の

責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切

に対処するための指針」（平成 11年労働省告示第 141 号）及び「個人情報の保護に関する法律」（平成 15

年法律第 57 号） 
23 内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」（令和４年 11月） 
24 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（平成 18年厚生労働省告示第 615 号）」等 

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業（常時雇用する労働者が 人以下の事業主）を、若者雇用促進法に
基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認定しています。
認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める人材の

円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

ＡＡ

１ ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに
関するポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として
企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールすることができます。

認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて
積極的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者
と接する機会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能

認定企業は、ユースエール認定マーク（右）を、商品や広告
などに付けることができます。認定マークを使用することに
より、ユースエール認定を受けた優良企業であるということ
を対外的にアピールすることができます。

４ 日本政策金融公庫による
融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き方
改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－ ％での融資を受ける
ことができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。
詳細は以下のＵＲＬをご覧ください。

※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

５ 公共調達における加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画
競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点
評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の
活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

開若

ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

ＱＱ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞
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１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること

２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３ 右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が ％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が 時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働 時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均 ％以上又は年間
取得日数が平均 日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が ％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近 事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検
定等の制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者
数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合

５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと

６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと

風俗営業等関係事業主でないこと

各種助成金の不支給措置を受けていないこと

重大な労働関係等法令違反を行っていないこと

【 認定基準 】

認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。
※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい
るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

ＡＡ

ＱＱ 認定企業になるには、どうすればよいですか？

※１ 少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※２ 正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いな

がら業務に従事する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※３ 直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。
※４ 有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満た

す休暇について、労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。
※５ 男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」

子育てサポート企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラス
を含みます。 を取得している企業については、認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６ ３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。
※７ 離職理由に虚偽があることが判明した場合 実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど は取り消します。

本リーフレットの内容について詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。
（融資制度の詳細は、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください）

電子申請も利用できます！

ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、 ポータルサイトから、電子申請
の利用が可能です。ぜひご利用ください。（ ）
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ハハロローーワワーークク（（公公共共職職業業安安定定所所））

名名称称 所所在在地地 電電話話番番号号 管管轄轄地地域域

ハハロローーワワーークク高高松松
〒〒

高高松松市市花花ノノ宮宮町町 ‐‐ ‐‐
‐‐ ‐‐

高高松松市市、、香香川川郡郡、、
木木田田郡郡

ししごごととププララザザ高高松松

高高松松新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク

〒〒

高高松松市市丸丸亀亀町町 ‐‐
‐‐ ‐‐ 同同上上

ハハロローーワワーークク丸丸亀亀
〒〒

丸丸亀亀市市中中府府町町 ‐‐ ‐‐
‐‐ ‐‐

丸丸亀亀市市、、善善通通寺寺市市、、
仲仲多多度度郡郡

ハハロローーワワーークク坂坂出出

〒〒

坂坂出出市市京京町町 ‐‐ ‐‐

坂坂出出合合同同庁庁舎舎

‐‐ ‐‐ 坂坂出出市市、、綾綾歌歌郡郡

ハハロローーワワーークク観観音音寺寺
〒〒

観観音音寺寺市市坂坂本本町町 ‐‐ ‐‐
‐‐ ‐‐ 観観音音寺寺市市、、三三豊豊市市

ハハロローーワワーーククささぬぬきき
〒〒

ささぬぬきき市市長長尾尾東東 ‐‐
‐‐ ‐‐ ささぬぬきき市市

ハハロローーワワーークク東東かかががわわ
〒〒

東東かかががわわ市市三三本本松松 ‐‐
‐‐ ‐‐ 東東かかががわわ市市

ハハロローーワワーークク土土庄庄
〒〒

小小豆豆郡郡土土庄庄町町甲甲 ‐‐
‐‐ ‐‐ 小小豆豆郡郡

職職業業能能力力開開発発施施設設

名名称称 所所在在地地 電電話話番番号号

香香川川職職業業能能力力開開発発促促進進セセンンタターー

（（ポポリリテテククセセンンタターー香香川川））

〒〒

高高松松市市花花ノノ宮宮町町 ‐‐ ‐‐
‐‐ ‐‐

四四国国職職業業能能力力開開発発大大学学校校

（（ポポリリテテククカカレレッッジジ四四国国））

〒〒

丸丸亀亀市市郡郡家家町町
‐‐ ‐‐

県県立立高高等等技技術術学学校校 高高松松校校
〒〒

高高松松市市郷郷東東町町 ‐‐
‐‐ ‐‐

県県立立高高等等技技術術学学校校 丸丸亀亀校校
〒〒

丸丸亀亀市市港港町町
‐‐ ‐‐




